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第１部 諸外国の非正規労働者の処遇の実態に関する比較（総論） 
 

はじめに 
 本調査は、EU 及びドイツ、フランス、イギリス、韓国、アメリカを対象に、非正規（パ
ート・有期・派遣）労働者の処遇ないし格差是正に関する法制度を既存の研究を踏まえつつ
整理すると共に、これらの非正規労働者の実態について、5 カ国の現地調査を通じて明らか
にすることを課題とした。 

 実態調査の目的は、非正規労働者の処遇に関する各国の法的な枠組みを前提として、雇用
形態の違いを理由とする格差について、どのような場合に格差が正当化され、どのような場
合に問題となるのか、また問題が生じた場合の履行確保や紛争処理の実態がどのようになっ
ているのか、こうした点を現地ヒアリングによって明らかにすることとした。ヒアリング先
は、業界団体、政府機関、企業、労働組合、専門家等である。 

 以下では、まず、EU 及び各国における非正規雇用の格差是正規制と非正規雇用の概念及
び実情を概観する。次に、非正規雇用に関する格差是正規制の運用の実情を、比較対象者の
判定方法、格差の正当化事由、格差是正規制の実効性確保制度等の検討を通じて明らかにす
る。さらに格差是正規制の実際の機能を他の格差解消施策との関係を視野に入れて検討する。
最後に、諸外国における非正規雇用の格差是正規制と実情が示唆するものについて若干の考
察を加える。 

 なお、第 2 部の各論における検討は、各国の法制度や非正規雇用の位置づけに相違が見ら
れることから、より正確な描写を行うために、あえて統一的基準での叙述とはしていない。
各国の制度や実情を通覧するために、前提となる事項、パートタイム労働、有期契約労働、
派遣労働に関する EU 及び対象 5 カ国の【資料】非正規労働者の処遇に関する比較表を作成
しているので、第 2 部の各論と併せて参照されたい。 

 

１．諸外国における非正規雇用の格差是正規制と非正規雇用の概念及び実情 
 非正規労働者の処遇改善に関する制度とその実態の大局的状況把握のために、まず、EU

レベルで非正規雇用（パート労働・有期労働・派遣労働）について処遇改善のための指令を
制定している EU 法、及びこれにしたがって国内法を整備している EU 加盟国（ドイツ、フ
ランス、イギリス）［（1）］、欧州諸国の法制も参考に日本に先んじて非正規労働者の格差是
正規制を導入した韓国［（2）］、そして非正規雇用の処遇改善のための特段の法規制を持た
ず、この問題は基本的に市場調整に委ねているアメリカ［（3）］の 3 つに整理して検討を行
う。 

 なお非正規雇用の処遇改善問題の検討にあたっては、そもそも、いかなる雇用形態が非正
規雇用と位置づけられるのかが問題となるが、非正規雇用の定義ないし把握には国による違
いが見られる。また、この問題に対処するための規制をめぐる議論においては、均等待遇、
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均衡待遇、同一労働同一賃金、不利益取扱い禁止等の多様な概念も用いられている。こうし
た諸概念が論者によって様々に用いられていることも、政策論における混迷を招いている一
因とも思われる。当機構では、2011 年の「雇用形態による均等処遇についての研究会報告
書1」において、これらの諸概念の整理を行ったところであるが、近時 EU 諸国の状況を範に
とって、「同一労働同一賃金原則」論が注目を集めているので、ここでも改めて検討しておき
たい。また、EU 諸国の規制の実情を理解するためには、集団的労使関係制度や賃金・労働
条件決定の仕組みや運用の実情等、非正規雇用の格差是正規制の背景事情を踏まえておく必
要がある。これらの点についても、全体の検討に関わることであるので、EU 法及び EU 加
盟国の規制の前提事項［（1）ア］として検討しておく。 

 なお、パートタイム労働、有期契約労働、派遣労働という雇用形態に基づく格差を指して
「雇用形態差別」ということも少なくない。本稿でも、読者のイメージのしやすさを重視し
て、正規・非正規の処遇格差問題を指す場合に、この表現を用いることがある。 

 

（１）ＥＵ諸国における非正規雇用の格差是正規制と非正規雇用概念・実情 
 ア．ＥＵ法及びＥＵ加盟国の規制の前提事項 
 （ｱ）３つの非正規雇用（パート・有期・派遣）概念とＥＵ指令 
 非正規雇用とは、正規雇用に非ざる雇用であるので、正規雇用（労働者）の定義によって
非正規雇用（労働者）の概念も定まる。法規制の観点から見ると、国際的に標準的な理解で
は、正規雇用（国際的な議論では標準的雇用 standard employment ないし典型雇用 typical 

employment と呼ばれる)とは、フルタイムで、無期契約で、使用者に直接雇用されることを
指す。したがって、これらの 3 つの要素の 1 つを欠く雇用が非正規雇用（非標準的雇用
non-standard employment ないし非典型雇用 atypical employment)と把握されることにな
る。そこで、フルタイム労働者に対してパートタイム労働者、無期契約労働者に対して有期
契約労働者、直接雇用労働者に対して、間接雇用たる派遣労働者が非正規雇用と位置づけら
れる2。 

 EU では、このような 3 種類の非正規雇用の理解に対応して、1997 年 EU パートタイム労

                                                 

 
1
 http://www.jil.go.jp/press/documents/20110714_02.pdf 

 
2
 もっとも、国際的に確立した定義があるわけでもないので、これら３つの非典型雇用に別の形態が加えられる
こともある。例えば、ILO, Non-Standard Forms of Employment: Report for discussion at the Meeting of 

Experts on Non-Standard Forms of Employment (Geneva, 16–19 February 2015) は、非標準的雇用形態に
ついての公式の定義はないとし、当該報告書では、有期、派遣、パートの他に、不明瞭雇用関係（ambiguous 

employment relationship)を非標準的雇用とするとしている。また、後述するように、EU 加盟国においても、
非正規雇用の把握には相違が見られる。例えば、フランスでは無期雇用か有期雇用かが正規・非正規の区別の
最も重要な基準と解されており、パートタイム労働者は、無期契約で雇用される限りは、一般に非正規雇用と
は把握されていない。イギリスでは、日本で想定する不安定・低処遇の雇用問題は、正規・非正規雇用の区別
より、労働法の保護の及ぶ労働者（employee）なのか（パートや有期でも労働者であれば保護が及ぶ）、労働
法の保護が及ばない（労働者以外の）就業者（worker）なのかの区別がより重要視されている。また、日本
でもそうであるが、法的な非正規雇用の把握と、実務における把握には、しばしばズレがありうる点にも留意
すべきであろう。 
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働指令、1999 年 EU 有期労働指令、2008 年 EU 派遣労働指令が採択されている。そしてこ
れら 3 指令はいずれも、非正規雇用（パート・有期・派遣労働）と正規雇用（フルタイム労
働者・常用労働者・派遣先の直接雇用労働者）との非差別（non-discrimination）原則ない
し均等待遇（equal treatment)原則を定めている（第 1 章では両者を総称して「均等待遇原
則」と呼んでいる）。 

 これら均等待遇原則についての規制は、「パートタイム／有期であるというだけの理由では、
比較可能なフルタイム／常用よりも不利な取扱いを受けない」、「同一職務に派遣先によって
直接採用されていれば適用されたものを下回らない」という規定ぶりである。つまり、正規
労働者と比較して、客観的な理由なく、雇用形態を理由とする不利益取扱いを禁止する規制
といえる。人権に基づく一般的な差別禁止規制が有利にも不利にも異別取扱いを禁止する両
面的規制を行っていることと比較すると、非正規を理由とする不利な取扱いのみを禁止して
いる片面的規制といえる。その意味では、EU 指令の均等待遇原則とは「不利益取扱い禁止
規制」というのがその実態を示すものといえよう3。 

 EU 加盟国は、上記 3 指令で定められた目的を達成するために、国内法を整備する義務を
負う。パートタイム労働指令、有期労働指令では、非差別（不利益取扱い禁止）原則を例外
なく適用することを求めている。これに対して、派遣労働指令は、労働協約等によって、均
等待遇原則の適用除外を定めることを認めている。 

 

 （ｲ）「同一労働同一賃金」という概念について 
 EU 運営条約は、性別に関しては同一価値労働に対する男女同一賃金原則を規定している。
これはもともと男女同一労働同一賃金原則として、市場競争の歪みを防ぐ目的で設けられた
ものであるが、その後、職務評価における男女差別が指摘される中、性差別排除という人権
保障の観点から、異なる職務であっても同一価値労働であれば同一賃金を支払うべきという
原則に展開してきたものである。また、性差別に関しては、男女同一労働同一賃金について、
判例上、間接差別禁止法理が確立しており、賃金以外の雇用・労働条件については、指令改
正により間接差別が禁止されている。 

 性別のほか、EU では、累次の指令により、人種、民族、宗教又は信条、障害、年齢及び
性的指向を理由とする雇用差別が禁止されている。これら人権保障型差別禁止法制では、直
接差別のみならず間接差別も禁止されている。 

 これに対して、現在のところ EU 法では、非正規雇用などの雇用形態に由来する差別につ
いては、差別禁止法制ではなく、不利益取扱い禁止法制がとられている。また、パート指令、
有期指令における「比較対象者」は、「同一／類似の労働／職業に従事する」者であり、人権
保障型差別禁止法制のような間接差別概念は含まれていない。 

                                                 

 
3
 この点については労働政策研究・研修機構『雇用形態による均等処遇についての研究会報告書』III および 24

頁以下参照。 
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 EU 加盟国を見ると、フランスにおいては、判例によって当初の男女同一労働同一賃金（à 

travail égal, salaire égal）原則が、異性間のみならず同性間を含むすべての労働者間の報酬
にも適用されるルールと解する立場が形成され、平等取扱い（égalité de traitement）原則
と互換的に、つまり平等取扱い原則と同義に使われ、雇用形態差別をも包摂する概念として
用いられているようである4。しかし、ドイツやイギリスでは差別禁止法理としての同一労働
同一賃金原則は男女差別禁止規制における賃金差別の文脈では広く用いられるが、雇用形態
差別に適用される原則として一般に用いられているわけではない。 

 なお、フランスで同一労働同一賃金原則が、各種の差別規制の根底にある平等取扱い原則と
同義に議論されていることと類似する議論がドイツにも見られる。すなわち、ドイツでは古く
から判例により「労働法上の平等取扱い原則（arbeitsrechtlicher Gleichbehandlungsgrundsatz)」
が確立されている。この原則は、各種差別禁止規制に通底する、個別的労働関係法全般に妥
当する基本的な原理と考えられている。しかし、この規範は、使用者が法的義務を負ってい
ないにもかかわらず任意に給付を行う場面について発展確立した法理であり、当事者間に異
なる合意があれば、その私的自治が優越する任意的な規範にとどまる5。したがって、差別禁
止法理のように私的自治に優越する強行的効力をもつ規範ではない。使用者の恣意的な異別
取扱いに対して平等取扱いを要請する一般法理が存在することは重要である。しかし、その
一般法理の法的効果は、集団的・個別的合意がない場合に介入するにとどまるものであり、
これを人権に基づく差別禁止規制と同視することはできない。平等取扱いという共通の理念
に発した規制であっても、それぞれの規制事由・規制対象に応じて、どのような効果を与え
るべきなのかを、契約自治・集団的労使自治との適切な調整という視点も踏まえつつ慎重に
検討することが肝要であろう。 

 なお、「同一労働同一賃金」論においても、すでに認識されていることであるが、この原則
は賃金を対象とした規範であり、賃金以外の処遇が対象の外に置かれてしまう問題、同一賃
金という効果が同一労働を前提とすることから、同一労働の要件充足が困難な状況では救済
範囲が限定される問題、また、労働（職務内容）と直接的関連性のない給付などについて、
労働が同一でないことから規制対象外となる問題などがある。したがって、非正規雇用の処
遇改善全般を論ずるに当たっては、これらの点に留意すべきことはいうまでもない。 

 

 （ｳ）ＥＵ諸国における雇用形態差別規制の背景 
EU における雇用形態差別規制の実際の機能を理解するには、欧州各国における賃金規制

                                                 

 
4
 第 2 部第 3 章フランス注 36。 

 
5
 BAG vom 4.5.1962, AP Nr. 32 zu §242 BGB Gleichbehandlung; Preis, Arbeitsrecht (4. Aufl.), S. 440ff. 

(2012); Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht (16. Aufl., 2016), BGB§611 Vertragstypische Pflichten 

beim Dienstvertrag (Preis).ドイツの労働法上の平等取扱い原則に関する邦語文献として、蛯原典子「ドイツ
労働法における平等取扱い原則（1～3・完）」立命館法学 260 号 552 頁、261 号 872 頁、262 号 1139 頁（1998

年）、島田裕子「平等な賃金支払の法理―ドイツにおける労働法上の平等取扱い原則を手掛かりとして―」日本
労働法学会誌 122 号 151 頁（2013 年）等参照。 
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の実態を踏まえておく必要がある。すなわち、フランス、ドイツをはじめとする大陸欧州諸
国においては、産業別労働協約などの企業横断的な労働条件決定システムが存在し、産業別
労働協約における職務格付けがなされていることが前提となっている。労働協約上の格付け
が定まれば、正規・非正規の雇用形態の相違にかかわらず、その格付けの協約賃金が当然に
支払われることになる。つまり、基本給に相当する賃金については、非組合員を含めて広く
適用される労働協約6による賃金規制によって、正規・非正規の格差は実際にはほとんど問題
とならない。学歴や資格等、職務遂行能力に関わる諸要素は協約賃金における賃金格付けに
あたってすでに考慮されている。その結果、これらの諸要素による賃金格差は、格付けの相
違となるため、雇用形態差別の問題とは捉えられないことになる。正規・非正規の処遇格差
が問題となるのは、基本給以外の種々の手当や福利厚生施設の利用に関する場面が中心とな
っている。 

これに対して、イギリスにおいては、大陸欧州諸国とは異なり、産業横断的な賃金規制や
資格制度は存在しない。その結果、組織率や協約適用率が比較的高い公的部門は別にして、
民間企業の労働条件はほぼ個別契約で決定されることになる。 

 なお、EU 裁判所で裁判となった事例の多くは勤続手当の不支給や格付けにあたって有期
契約期間を勤続期間に参入しないことの可否などが争われたものであり、基本給そのものの
差別が直接問題となった事案は見当たらない。 

 

 イ．ドイツ 
 （ｱ）非正規雇用と格差是正規制 
 ドイツでは、雇用形態としてはパートタイム労働、有期契約労働、派遣労働が非正規雇用
と位置づけられている7。これら 3 つの非正規雇用に関する格差是正規制としては、パートタ
イム労働及び有期契約労働に関しては「パートタイム・有期労働契約法（TzBfG）」が、派遣
労働に関しては「労働者派遣法（AÜG）」が制定されている。 

                                                 

 
6
 フランスにおける労働協約は使用者が協約を締結した使用者団体に加盟しているかぎり、その使用者と労働契
約を締結している労働者は、非組合員であっても協約の適用を受け、これに加えて、使用者が使用者団体に加
盟していない場合でも協約の拡張適用制度によって協約が適用されうる。その結果、産業別労働協約の適用率
は 98％と極めて高い。ドイツでは、労働協約は、協約を締結した労働組合の組合員にしか適用されないのが
原則であるが、拡張適用制度によって非組合員に適用されることがあるほか、産業別労働協約があれば、協約
の適用を受けない労使が、個別労働契約において当該産業滅協約を標準的労働条件を定めたものと考えて引用
する「引用条項」を用いて、契約内容とすることが一般に行われている。その結果、約 70％の労働者が産業
別労働協約の適用を受けているとされる（以上につき、山本陽大「産業別労働協約システムの国際比較」日本
労働研究雑誌 652 号 76 頁、80 頁（2014 年）。 

 
7
 ドイツでは、僅少労働、mini-job、midi-job といった非典型雇用も挙げられるが、これらは雇用形態として
はパートタイム労働にあたる。 Berndt Keller/Hartmut Seifert, Atypische Beschäftigung zwischen 

Prekarität und Normalität, 11ff. (edition sigma, 2013)。なお、ドイツ連邦統計局は、パートについては週労
働時間 20 時間以下を非典型雇用としている（ Statistisches Bundesamt, Niedrigeinkommen und 

Erwerbstätigkeit, 2009, S. 5）が、パートタイム・有期労働契約法では所定週労働時間が比較可能なフルタイ
ム労働者より短い者と定義しており（同法 2 条）、不利益取扱い禁止規制は、週 20 時間超のパート労働者に
も適用される。 
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「パートタイム・有期労働契約法」は、客観的理由により正当化される場合を除き、パー
トタイム労働者を、パートタイム労働を理由として、フルタイム労働者より不利益に取り扱
うことを禁止する（同法 4 条 1 項 1 文）。賃金その他の分割可能な金銭的価値のある給付に
ついては、少なくとも、比較可能なフルタイム労働者の労働時間の割合に応じた給付が与え
られなければならない（時間比例原則）（同条 1 項 2 文）。 

また、客観的理由により正当化される場合を除き、有期契約労働者を、有期契約を理由と
して、無期契約労働者より不利益に取り扱うことを禁止する（同法 4 条 2 項 1 文）。一定の
算定期間について支給される賃金その他の分割可能な金銭的価値のある給付については、算
定期間における就業期間の割合に応じて支給されなければならない（期間比例原則）（同条 2

項 2 文）。そして、就業期間の算定に当たっては、原則として無期契約労働者についてと同
一の期間を評価すべきものとされている（同条 2 項 3 文）。派遣労働とは異なり、労働協約
によって同規制から逸脱することは認められていない。 

派遣労働者については、「労働者派遣法（AÜG）」が、派遣労働者と派遣先における比較可
能な労働者との均等待遇原則（Gleichstellungsgebot）を定めている。同原則によれば、派
遣先（Entleiher）への派遣期間中、派遣先事業所における比較可能な労働者に対して適用さ
れている（労働賃金を含む）基本的労働条件よりも、不利な労働条件を定める派遣元
（Verleiher）と派遣労働者の合意は無効とされる。この場合、当該派遣労働者は派遣元に対
して、派遣先の比較可能な労働者に適用されている労働条件を請求可能となる。 

また、均等待遇原則の遵守は労働者派遣の許可事由の 1 つであるため、均等待遇原則違反
があった場合には、派遣元がその許可または許可の更新を拒否される結果、派遣先と派遣元
労働者との間に直接雇用関係が成立したものとみなされうる。 

 EU 指令と同様、パート・有期については、不利益取扱い禁止規制の例外は認められてい
ないが、派遣労働に関する均等待遇規制は労働協約によって逸脱することが認められている。
そして次述するように、大多数の派遣労働について産業別協約による均等待遇規制の適用が
除外されている。 

 

 （ｲ）非正規雇用の概念と実情 
 ドイツの非正規雇用の比率は近年上昇してきており、2014 年時点では全就業者の 20.9％8

を占める。有期契約労働については、男女同数程度であるが、パートタイム労働と派遣労働
においては、女性が多数を占めている。派遣は常用型が 8 割を占める。 

 ドイツでは、産業別労働協約が存在していることから、パートタイム労働者・有期契約労
働者であっても、労働協約によってカバーされている場合には、行う職務や、その遂行に必

                                                 

 
8
 但し、この数字は、連邦統計局の統計が、週労働時間が 20 時間超のパートタイム労働者は非正規ではなく正
規雇用に属するとの前提でとられたものであり（第 2 部第 2 章注７参照）、週 20 時間超のパートタイム労働
者を含めれば、29.9％となる。 
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要な職業資格・能力・学歴等がフルタイム労働者・無期契約労働者と同一である場合、協約
上、同一の賃金等級に格付けられるため、時間単位の基本給に格差は生じない。その結果、
裁判で争われる事例は、基本給自体を争うものではなく、事業所内における手当や給付に関
する異別取扱いをめぐるものが多い。これに対し、パートタイム労働のうち、ミニ・ジョブ
については、主婦や学生、年金生活者等が従事する例が多くみられ、職業資格・能力が低い
ことから、補助業務に従事する例が多く、また、労働協約によりカバーされることも稀であ
るため、低賃金労働となる傾向がある。 

 派遣労働に関しては、法律上、労働協約によって均等待遇原則を適用しない措置が認めら
れているところ、実際に産業別労働組合と派遣元使用者団体との間で、派遣労働者の労働条
件を派遣先労働者の水準より低く定める労働協約（派遣協約）が締結されており、派遣労働
者の約 90％が、かかる派遣協約によってカバーされている。その結果、派遣労働の賃金水準
は一般労働者と比して低いと認識されている。ヒアリングでは、現在でも派遣労働者と派遣
先の労働者との賃金は平均して 43％もの格差があるとのことであった。もっとも、この背景
には、ドイツの派遣労働者は、直前まで失業者であった者、若年者のように高い職業能力や
資格を持たない者が多く、協約上の格付け自体が低位にある者が多いという事情がある。 

 

 ウ．フランス 
 （ｱ）非正規雇用の格差是正規制 
 フランスにおける雇用形態間格差を是正する法的枠組みは、EU 指令に対応して、パート
タイム労働に関しては「労働法典 L.3123-9 条～L.3123-13 条」が、有期雇用労働に関しては
「労働法典 L.1242-14 条～L.1242-16 条」が、派遣労働に関しては「労働法典 L.1251-18 条
～L.1251-24 条」にそれぞれ規定を置いている。これらの規定により、パートタイム労働者、
有期雇用労働者、派遣労働者を、同様の職務を遂行する正規労働者に対して不利に取り扱う
ことが禁止されている。この規制対象には、賃金のみならず、労働時間、休暇、安全衛生、
社員食堂の使用などが含まれる。このほか労働者の集団的権利に関しても差別は許されない。 

パート労働については、パートタイム労働者の報酬は、企業または事業所において、同じ
格付で同等の職務に就くフルタイム労働者の報酬に対し、労働時間及び勤続期間を考慮して
比例的なものとすると定められており（L.3123-10 条）、パートタイム労働者は、法律及び労
働協約によってフルタイム労働者に認められている権利を享受する（L.3123-11 条）。そのた
め、パート労働者であっても、労働協約で定めている手当、福利厚生等は等しく適用される
（協約の規定により、比例的な適用方法を別途定めることは可能）。なお、フルタイム労働者
とパートタイム労働者の解雇補償金及び退職手当は、当該企業におけるいずれかの形態で従
事した雇用期間に比例して計算される（L.3123-13 条）。 

有期雇用（CDD）の報酬は、同じ格付で同じ職務に就く無期雇用（CDI）が試用期間後に
受け取る報酬を下回ってはならないと規定されている（L.1242-14 条）。さらに、無期雇用に
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適用されている法律及び協約上の規定ないし慣行は、（契約の切断に関する規定を除き）有期
雇用にも等しく適用される、と規定されており（L.1242-14 条）、労働協約や慣行で定めてい
る手当、福利厚生等は等しく有期雇用にも適用される。派遣労働については、派遣労働者の
報酬は、派遣先企業において同等の格付けで同じ職務に就く無期雇用が試用期間満了後に受
け取る報酬と同額以上でなければならない（L.1251-18 条 1 項）。また、派遣先企業の労働者
に祝日手当が支給されている場合、派遣労働者にも支払わなければならず（L.1251-18 条 2

項）、派遣労働者は、派遣先企業の労働者と同一の条件で、施設等の利用の権利がある（具体
的には、交通手段、食堂利用、レストランチケットの支給、シャワー室、更衣室の利用）
（L.1251-24 条）。 

なお、フランスにおいては、法律上明文で定められた平等取扱い原則に加え、「同一（価
値）労働を行う労働者間の賃金格差が、客観的かつ正当な、検証可能な理由により正当化さ
れる場合を除き、使用者は、同一の状況に置かれているすべての労働者の報酬の平等を保障
しなければならない」とする同一(価値）労働同一賃金原則が、判例法理として形成されている。 

 

 （ｲ）非正規雇用の概念と実情 
 上述のように、格差是正規制としてはパート・有期・派遣という 3 つの雇用形態について
法規制が存在する。しかし、フランスでは、パートタイム労働者は、無期雇用で雇用される
限りは、一般に非正規雇用とは把握されていない。フランスでは無期雇用（CDI)が標準的雇
用形態とされており、これと対置される有期雇用（CDD)が非正規雇用の中核ととらえられ
ている。その他に、派遣労働や見習いも非正規労働と位置づけられている。 

 統計上も、非正規雇用の雇用者総数に占める割合は 13.5％であるが、その内訳は、有期雇
用労働者が 9.6％、派遣労働が 2.2％、見習いが 1.7％となっている（2012 年時点）。このほ
か、特定個人事業主（auto entrepreneur）、独立労働者供給（portage salarial）、間歇的雇
用（intermittent）、研修生（stagiaire）等が非正規雇用に分類される場合があるが、最大限
に範囲を広げた場合でも、労働者全体の 4 分の 1 を下回ると考えられている。 

 なお、フランスでは正規・非正規格差をめぐる紛争そのものが少ないため、どのような格
差が特に問題となっているかは明らかではない。 

 

 エ．イギリス 
 （ｱ）非正規雇用の格差是正規制 
 イギリスでも、EU 指令に対応して、パートタイム労働、有期契約労働、派遣労働に関し
て、それぞれ規則が定められている。このほかに、非正規に特化した法律ではないが、2010

年平等法（性や人種等、法定保護の要素を含む場合のみ差別禁止。雇用形態自体は差別禁止
の対象となる保護要素ではない）による是正可能性もあり得る。 

まず「2000 年パートタイム就業者（不利益取扱い禁止）規則（Part-Time Workers (Prevention 
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of Less Favourable Treatment) Regulations 2000）」は、パートタイム就業者が原則として
「労働条件に関して比較可能なフルタイム就業者よりも不利に取扱われない権利及び、使用
者の作為または故意の不作為によりその他の不利益取扱いを受けない権利」を有すると規定
する。上記権利が認められるのは、当該不利益取扱いがパートタイム就業者であることを理
由とし、かつ客観的理由に基づいて正当化されない場合である。不利益取扱いか否かの判断
については、不適切な場合を除き、比例原則が適用される。この権利を合意によって適用除
外することはできない。 

「2002 年有期契約労働者（不利益取扱い禁止）規則（Fixed-term Employees (Prevention 

of Less Favourable Treatment) Regulations 2002）」も同様に、有期契約労働者は「契約
条件に関して、比較可能な無期契約被用者よりも不利に取扱われない権利及び、使用者の作
為または故意の不作為によりその他の不利益取扱いを受けない権利」を有すると規定する。
上記権利が認められるのは、当該不利益取扱いが、有期契約労働者であることを理由とし、
かつ客観的理由に基づいて正当化されない場合である。有期規則の特徴は、比較対象となる
無期契約労働者の労働条件と「総体として」比較した場合に不利益でなければ使用者の抗弁
成立を認める「総体的アプローチ」が採用されている点である。たとえば、付与される年休
が少なくても、その分が賃金に上乗せされていれば不利益とみないといった総体的判断がな
される。不利益取扱いか否かの判断については、不適切な場合を除き、比例原則が適用され
る。 

派遣労働者に関しては「2010 年派遣就業者（不利益取扱い禁止）規則（Agency Workers 

（Prevention of Less Favourable Treatment）Regulations 2010）」が規定している。同規
則の特徴は、2 段階の均等待遇制度を採用している点にある。EU 指令を国内法化する過程
において、使用者への配慮から、労働条件の均等待遇に関しては、労使合意にもとづいて 12

週間の資格要件期間を設け、かつ協約による適用除外をとらない代わりに、同一賃金のオプ
トアウトを採用している。結果として、派遣労働者は、施設利用に関する均等待遇は派遣初
日から享受するが、基本的労働条件の均等待遇についての権利は、連続 12 週の勤続後に発
生するという、二層構造をなしている。 

 

 （ｲ）非正規雇用の概念と実情 
 イギリスでは、フランス・ドイツとも異なり、非正規雇用の把握に関しては、パートや有
期という雇用形態に基づく把握よりも、労働法の保護の適用される労働者（employee）なの
か（パートや有期でも労働者であれば保護が及ぶ）、労働法の保護が及ばない不安定なテンポ
ラリーワークに従事する（労働者以外の）就業者（worker）なのかの区別がより重要視され
ている。柔軟な雇用形態の促進が重要な政策課題と認識されているため、パートで働くこと
は権利であり、パートタイム労働は非正規というよりむしろスタンダードな雇用形態と位置
づけられている。 
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 イギリスでは、パート労働者の 74％は女性であり、パートタイム労働者とフルタイム労働
者の賃金格差は 28.6％である（2014 年時点）。有期雇用に関しては、労働者の約 3〜4％が
有期契約との調査結果がある。しかし、更新されている場合、自らを無期契約労働者と考え
て回答する例も相当数あるなど、実際の比率はもっと高い可能性があるという。派遣を経験
したことがあるという労働者の比率は 24％という調査結果があり、男女でそれほど偏ってい
るわけではない。派遣就業者の管理職への採用も普及している。調査によれば、派遣就業の
内訳は①上級・中級管理職（33％）、②監督者・初級管理職・専門職（33％）、③熟練労働（16％）、
④非熟練マニュアル労働等（16％））と、派遣労働者の相当部分が上層のホワイトカラーで
ある。 

 

（２）韓国の非正規雇用の格差是正規制 
 ア．非正規雇用の格差是正規制 
 1998 年の IMF 危機以降急増した非正規雇用問題に対処するため、韓国では 2007 年に「期
間制及び短時間勤労者保護等に関する法律(期間制法)」と「派遣勤労者保護等に関する法律
(派遣法)」が制定・改正され、非正規労働者（パート労働者、有期契約労働者、派遣労働者）
に対する不合理な差別を禁じることとなった。 

 この違反行為に対しては、労働委員会に当該差別に対する救済申し立てをすることができ、
労働委員会は、直ちに比較対象者を選定し、当該差別に合理的な理由があるか否かを判断し
たうえで、不当な差別には、是正命令を下すことになる。 

 

 イ．非正規雇用の概念と実情 
 韓国における非正規雇用は、パートタイム労働、有期契約労働、派遣労働の 3 つを中心に
把握されている（その他に請負や家内労働も統計上は捕捉されている）。 

 非正規労働者は、1998 年の IMF 危機以降急増し、全労働者の 32.1％ (2014 年時点)を占
めている。そして、有期契約については、2 年を超えない範囲であれば更新回数の制限はな
いため、非正規労働者の大半が有期契約労働者となっている。 

処遇格差の争点としては、「子弟を持つ職員に対する学費支給」、「昇進機会の排除」、「勤続
手当」などが問題となっている。 

韓国は、非正規労働者に対する差別的処遇を禁じる規制を導入しているが、実態として改
善はあまり進んでいないという。特に、職場で同様の仕事をする比較対象者がいないと不合
理な格差と判定できないこと、救済手続の実効性などが課題となっている。 

 

（３）アメリカにおける非正規雇用法制の欠如（市場調整アプローチ） 
 ア．非正規雇用の格差是正規制の欠如（市場調整アプローチ） 
 アメリカには、非正規を直接の対象とした格差是正規制はない。男女差別等の差別禁止法
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制による間接的（反射的）な規制を理論的に想定しうるのみである。差別禁止規制としては、
男女賃金差別を禁じる「同一賃金法」、人種・皮膚の色・宗教・性・出身国を理由とする差別
を禁じる「1964 年公民権法第七編」、障害を理由とする差別を禁じる「1990 年障害者差別禁
止法」、年齢を理由とする差別を禁じる「1967 年年齢差別禁止法」があるが、非正規の地位
を理由とした実際の差別紛争はない。 

 すなわち、アメリカでは上記のような人権にかかわる事由による差別に対しては強力な差
別禁止規制を採用しているが、当事者の合意によって設定し、また変更可能なパートタイム
労働、有期労働、派遣労働に由来する処遇格差に対して、法規制でコントロールするという
発想はない。これらの処遇格差は転職による労働市場機能による調整によって解消されるべ
き事態と捉えられている。 

 

 イ．非正規雇用の概念と実情 
 アメリカでは、コンティンジェントそして代替的就労形態と呼ばれる就業が問題のある就
業形態として論じられているが、これには労働者には分類されない独立契約者、自営業、フ
リーランス等、呼出就業者（on-call worker）、派遣就業者、業務請負就業者等が含まれてい
る。したがって、これらは、非正規「雇用」に限らない不安定な就業形態を指している。 

 コンティンジェントは多く見積もって約 4％、代替的就業形態はすべての類型を合わせて
約 11％（BLS2005 年）、パート（週 35 時間未満で働く者）は約 18％（BLS2005 年）とな
っている。 

 
２．非正規雇用に関する格差是正規制の運用の実情 
（１）ドイツ 
 ア．比較対象者の判定方法・格差の正当化事由 
 問題となる処遇格差が賃金的性格を持つ場合、パート労働者及び有期契約労働者について
は、労働関係が同一で、同等または類似の職務に従事している当該事業所のフルタイム労働
者・無期契約労働者が比較対象者となる。また、職務の同等性・類似性は、作業過程におけ
る指示等を考慮して、労働者間での交換可能性がある場合に認められ、その判断に際しては、
職務記述書や賃金等級上の格付けが参考とされる。そして、時間比例原則により、比較可能
なフルタイム労働者との時間比例による権利が認められる。 

 これに対して、賃金的性格を持たない給付（食事手当、交通費、病気見舞金、慶弔手当等）
には時間比例原則は適用されず、比較可能なフルタイム労働者と同一の給付が認められるべ
きこととなり、全部又は一部を不支給とするには客観的理由が必要となる9。また、保育施設・
社員食堂・駐車場等の非賃金的給付の場合、比較対象者との職務の類似性は必ずしも求めら
                                                 

 
9
 昼食時間帯にかかるパートには全額の食事手当を支払うべきことになるが、食事時間帯にかからない半日のパ
ートタイマーには不支給も可など。 
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れない。 

 格差の正当化事由については、そもそもパートタイム・有期契約・派遣を理由とする異別
取扱いでないために、不利益取扱い禁止や均等待遇の規制対象とならないという意味で、正
当化される（違法とならない）場合がある。さらに、これらの雇用形態を理由とする異別取
扱いであっても、正当化される場合がさらに考えられる。厳密には、後者が法文にいう「客
観的事由によって異別取扱いが正当化される」にいう客観的正当化事由に当たる。 

 職務内容が同じであっても、職業能力や資格、経験が異なれば、基本給について異なる取
り扱いをすることには、不利益取扱い禁止や均等待遇違反とはならないと解されている。実
態として、パートタイム労働者のなかでもミニ・ジョブ就労者については、一般に職業資格・
能力が低いため、比較可能なフルタイム労働者の決定が困難な場合がある。また、労働条件
の性質によって、パートについては労働時間の配置、有期については雇用期間の短さが、異
別取扱いの合理的理由とされる場合がある。 

 派遣労働者は、同様の課業（Anforderung）及び負担を伴う、機能的に交換可能な労働者
が比較対象となる。しかし、派遣労働者は、既述のように、協約によって均等待遇原則の適
用を除外でき、現在のところ、大多数の派遣労働者がその除外協約の適用を受けている。 

 立証責任については、異別取扱いがあること、及び比較対象労働者との比較可能性の 2 点
については労働者側が立証責任を負い、当該異別取扱いが客観的事由によって正当化される
ことについては使用者側が立証責任を負う。 

 

 イ．履行確保制度 
 非正規雇用の格差是正規制の履行確保手段は、労働裁判所への提訴である。労働裁判所は、
訴訟費用が安価で、労働者の多くは、いわゆる権利保護保険に加入しており、訴訟費用や弁
護士費用は保険によってカバーされている等の事情から、提訴のハードルは高くない。もっ
とも、実態として、非正規をめぐる法的紛争は少ない。 

 労働裁判所への提訴の他に、事業所員会の関与がある。すなわち、企業内において、賃金
等級格付けに事業所委員会の同意が要求され不利益取扱い禁止違反の事前防止が図られ、ま
た、事後的にも労働者は、不利益取扱いについて事業所委員会への苦情申し立てができる。 

 

（２）フランス 
 ア．比較対象者の判定方法・格差の正当化事由 
 フランスにおいては、パート・有期・派遣の均等待遇原則を定める法律上の規定では、同
一の格付け活動等の職務に従事するものが比較対象者とされる。 

 但し、判例法理である同一労働同一賃金原則においては、比較対象者との「労働の同一性」
は厳格に考えられてはおらず、端的に、問題となった賃金等の差異が合理的に説明できるも
のであるか否かが検討される傾向にある。 
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 フランスでは、同一労働を行う労働者間の賃金格差は、客観的かつ正当で、検証可能な理
由によらなければ正当化されない。具体的には、判例の蓄積により、勤続期間、労働の質、
職業資格等により、差異が正当化されることが認められている。また、客観的で検証可能で
あることが要求されるため、正当化にあたっては、単に「勤続期間に差がある」、「労働の質
に差がある」などと抽象的に主張するのみでは足りず、当該差異がどのように賃金の差に反
映しているのかという客観的な説明が要求される。 

 なお、同一労働同一賃金原則につき、（有期・派遣と無期雇用との間の問題ではないが）労
働協約による正当化の可否について議論となっている。破毀院は、2009 年に労働協約は同一
労働同一賃金原則を免れることができない旨を示していた。しかし、破毀院社会部 2015 年 1

月 27 日判決で、上級管理職とそれ以外の労働者の退職手当の違いに関して、「客観的で適切
であること」につき、従来の解釈を変更し、労働者側が職種階層の違いによる手当ての差が
客観的かつ適切でないことを立証すべきと判示した。同判決は、労使当事者が締結する（産
業別及び企業別）労働協約は、一般的に正当性を持つことを認め、それが例外的に不当であ
ることについて、労働者が立証責任を負うと解釈をする余地が生まれ、議論となっている。 

 立証責任については、同一労働同一賃金原則違反を基礎づけることができる要素、具体的
には、問題となっている処遇に関して同一の状況にある同僚との格差の存在は労働者側が負
い、当該格差を正当化する客観的な要素については、使用者側が負う。 

 

 イ．履行確保制度 
 均等待遇規制の履行確保手段としては、第 1 に、労働者本人あるいは労働者に委任された
組合による労働裁判所への提訴がある。派遣労働者については、派遣先企業の従業員代表の
訴訟代理も可能である。 

 但し、実態として、非正規労働者と正規労働者との間の均等待遇に関する紛争は、極めて
限定的である。また、有期契約労働者及び派遣労働者の契約期間が非常に短く（日雇い、1

週間以下、1 カ月以下の契約が非常に多い）、無期契約労働者との不平等感を抱く余地が少な
いという事情がある。 

 第 2 に、均等待遇を含めた有期契約及び派遣労働に関する規制の違反については、労働監
督官が取締りを行う。違法と認定された使用者に対しては、罰金 3,750 ユーロまたは 6 カ月
以内の禁固刑に課せられる。但し、上記の労働監督官による監督は、有期契約や派遣労働の
利用事由についての法違反にかかるケースがほとんどであり、均等待遇については、紛争そ
のものが少なく、均等待遇に関する取締実態は明らかではない。 

 

（３）イギリス 
 ア．比較対象者の判定方法・格差の正当化事由 
 パート就業者の場合、比較対象者は 3 つの要件（①同一使用者の下で［労働者（employee）、
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見習い、就業者（worker）、前 3 者と区別される就業者という 4 類型のうち］同一契約類型、
②同一または類似労働［資格・技能・経験を考慮］、③同一事業所（不存在なら同一使用者の
他事業所）で就労）を満たすフルタイム就業者となる。しかし、仮想比較対象者は認められ
ていないため、比較対象者が存在するパートタイム労働者は約 6 分の 1 にとどまると推計さ
れている。 

 有期契約労働者の場合も、比較対象者は 3 つの要件（①同一使用者の下で、②同一または
類似労働［資格・技能を考慮］、③同一事業所（不存在なら同一使用者の他事業所）で就労）
を満たす無期契約労働者である。雇用が終了した者は、比較対象者とはできない。そのため、
前任者との比較は認められない。 

 派遣就業者については、勤続 12 週を超えた場合、派遣先に同じ職務のために直接採用さ
れたとした場合に認められる基本的労働（雇用）条件、すなわち、仮想比較対象者を認めた
上での比較となる。しかし、実在する比較対象労働者（就業者ではない）が存在し、その比
較対象者と同一労働条件であれば、仮想比較対象者は問題とならないとされている。その結
果、低労働条件のダミー比較対象者を置いておくことで規制の抜け道として使われる問題も
指摘されている。 

 イギリスの場合、産業別労働協約による職務資格・賃金制度が存在する大陸欧州諸国と異
なり、個別化したテーラーメイドの労働条件設定が一般的である。その結果、比較対象者の
選定は困難となると指摘されている。このように、各非正規則の下では、比較対象者選定の
段階で、救済にとってはかなり高いハードルが設定されることになる。基本的に、①現存す
る比較対象者（パートのみ過去の就業者とも比較可能）を②特定すること、ができなければ、
救済は得られない。これに対して、2010 年平等法による性差別の禁止規制の適用がありうる
ケースでは、比較対象者として過去に存在した者や仮想比較対象者をも許容するので、救済
可能性が広がる。 

 客観的正当化事由は、最終的には裁判所（審判所）のみが判断できる問題である。行政の
ガイドラインなどで示されるのはあくまで例示であって、審判所の判断を拘束するものでは
ない。 

 パートタイム労働については比例原則を適用し、かつ一定の正当化事由が認められている。
フリンジベネフィットについては、勤続年数が客観的正当化要素となりうる。賃金に関して
は、真のビジネス上の理由があれば正当化される。しばしば紛争化するのは、フルタイム労
働者のみ加入できる健康保険などである。その判断はケースバイケースとなり、各使用者の
経営状況が重要な判断要素となる。もっとも、経営状況が厳しいというだけでは十分な正当
化事由とはならない。 

 有期は「総体として」みた場合に不利益でなければ使用者の抗弁を認める「総体的アプロ
ーチ」が採用されている。また客観的経済的価値が担保される範囲での異別取扱いを許容す
るアプローチをとっているため、個別の状況に依拠する。 
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 派遣労働者については、派遣初日から適用になる施設利用等に関する均等待遇に関して、
均等取扱いをしない場合は客観的正当化理由が必要となる。これに対して勤続 12 週経過後
は、基本的労働条件について均等取扱いが求められ、これについては異別取扱いの正当化事
由は定められていない。これは規制対象を基本的労働条件に限定しているためとされる。 

 主張立証責任については、パート・有期・派遣いずれについても、不利益取扱いの存在に
ついては労働者が負い、その正当化根拠については使用者が負うと実務上は解されているよ
うである。 

 

 イ．履行確保制度 
 イギリスでは、規則違反行為から 3 カ月以内に雇用審判所に申し立てることとなっている。
しかし、近年、雇用審判所手続は、申し立ての有料化など手続利用を抑制し、代替的紛争処
理（ADR)を促す施策が採られている。すなわち、雇用審判所の負担軽減のため、審理に入
る前に、独立機関である助言仲裁斡旋局（ACAS）による調停が法的に要求され、多くの紛
争は、この段階で和解解決されている。 

 雇用審判所以外における紛争解決方法としては、助言仲裁斡旋局（ACAS）の他にも、労
働組合のヘルプライン、市民助言局、社内の苦情処理手続等も利用されている。 

 紛争の未然防止のために、非正規労働者に対して、待遇に関する説明を受ける権利が与え
られている。この説明義務はよく機能していると評価されている。 

 

（４）韓国 
 ア．比較対象者の判定方法・格差の正当化事由 
 比較対象者は、パートについては、同種又は類似した業務を遂行する通常労働者、有期の
場合は、同種又は類似した業務を遂行する無期契約労働者、派遣の場合は、派遣先の事業内
で同種又は類似した業務を遂行する労働者となる。比較対象者は差別的処遇の時点で存在す
ることが必要である。 

 不利な処遇（格差）を正当化する合理的理由とは、恣意的でないことを指すと解されてい
る。異別取扱いの正当化事由に当たるとされているのは、短期雇用の特性による場合、派遣
労働の特性による場合、業務の範囲・強度が異なる場合、業務の権限・責任などが異なる場
合、採用条件・基準・方法の手続きが異なる場合、労働生産性の低い場合、法定手当(法によ
って支給義務のある手当)の場合、異別取扱いが労働協約に基づく場合である。 

労働協約に基づく異別取扱いについては、労働協約の適用範囲を、正規に限って許容して
いる場合、非正規が組合員でないため、労働協約の適用から除外された結果として発生する
不利な処遇は合理的な理由として認められる。但し、労働組合法上の一般的拘束力(第 35 条)

の適用の結果、非組合員である正規に対して、給与などが支給されるようになった場合には、
もはや異別取扱いは許容されない。 
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 差別是正手続は、差別的処遇を主張する労働者が労働委員会に是正申請することからスタ
ートする。この場合、労働者は差別的処遇の内容を具体的に明示しなければならない。ただ、
差別的処遇の判断に関わる情報は主に使用者が有していることから、立証責任の転換によっ
て、使用者が負わなければならないと規定されている(期間制法第 9 条、派遣法第 21 条)。 

 

 イ．履行確保制度 
 賃金請求、不法行為による損害賠償請求という通常の民事訴訟を通じた司法救済ルートも
あるが、韓国では、行政委員会である労働委員会による差別是正制度が用意されている点に
特徴がある。労働委員会による救済手続は導入後 10 年経つが、当初予想より申し立て件数
が少ないなどの問題が指摘された。そこで、2014 年からは期間制法と派遣法の差別禁止につ
いて、新たに「懲罰的金銭賠償命令制度」「確定された是正命令の（同一職場の同様の条件下
の労働者への）効力拡張」「就業規則・協約などの制度改善命令」が発出可能となった。確定
命令違反には過料の制裁がある。 

 しかし、労働委員会における差別認定率は平均 7.7％と低水準である。 

 
（５）アメリカ 
 アメリカには非正規雇用に関する格差是正規制は存在しない。 

 

３．格差是正規制（均等待遇規制）とその他の格差解消施策の関係 
 上述したように、非正規労働者の処遇改善のために、欧州諸国・韓国では格差是正規制（均
等待遇規制）が用意されているが、非正規雇用労働者によるこれらの規制を根拠とした訴訟
は非常に少ないというのが実態である。その背景には、欧州諸国では、基本給については産
業別労働協約で職務給の格付けがなされており、雇用形態による格差が生じないインフラが
備わっていることが大きいと解される。また、基本給以外の付加給付等について訴訟が提起
されても、その主張が認められる例は必ずしも多くないのが実情にある。 

 この点と関連して看過すべきでないのは、非正規労働者の処遇改善策としては、雇用形態
差別を理由とする格差是正規制の他に、非正規雇用から正規雇用への転換（パートのフルタ
イム化、有期契約の無期契約化、派遣の直接雇用化）、そして転職という外部労働市場機能
による格差解消、という他の方途の活用も考えられることである。各国共に、正規・非正規
の格差是正には、雇用形態を理由とする格差是正規制だけに依拠するのではなく、産業別協
約による労働条件設定というインフラに加えてこれらの多様な施策を併用して取り組んで
いることにも十分留意すべきであろう。 

 

（１）ドイツ 
 ドイツでは非正規雇用労働者による不利益取扱い禁止・均等待遇規制に関する法的紛争は
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非常に少ないのが実態である10。この点、非正規の処遇改善に資する正規化については、以
下のとおりである。 

 パートタイム労働からフルタイム労働への転換については、TzBfG9 条が、パートタイム
労働者が契約上定められた自己の労働時間の延長を希望した場合に、使用者はこれを考慮す
べき旨を規定している。もっとも、当該パートタイム労働者の適性に合った労働ポストが空
いていること、緊急の経営上の事由及び他のパートタイム労働者の希望に反しないことが要
件となっているため、労働者の転換請求権としてはかなり弱いものでしかない。現在、フル
タイムからパートタイムに復帰する権利付与など転換権の強化が議論されている。 

 有期契約については、客観的理由のなく締結できる有期契約は、2 年間、その間の契約更
新は 3 回という制限がある（パートタイム・有期労働契約法 14 条 2 項）。当該有期契約労働
者を、この期間・更新回数制限を超えて雇用するには、客観的事由に基づく有期契約で雇用
するか、あるいは無期契約への転換が必要となる。これらの規制によりドイツでは有期契約
の相当数が無期契約に転換されている。このような実情もあり、有期雇用は安定雇用である
無期雇用へ移行するための踏み石（stepping-stone）として機能しており、低賃金・低処遇
問題があるとしても、一時的な問題と捉える見方もある。 

 派遣については、派遣先での雇用機会についての情報提供の規定があるが、労働者に直接
雇用を求める権利自体は与えられていない。もっとも、派遣法の規制として、派遣元が許可
義務に違反した場合、派遣先が当該派遣労働者を直接雇用したものとみなされる、という形
での直接雇用化はある。 

 

（２）フランス 
 フランスでも雇用形態差別に関して格差是正を求める訴訟は極めて少ないとされる。その
背景として、格差是正訴訟を提起しても、格差は勤続年数に由来するのが通例で、勤続年数
による格差は正当化されるため、ほとんどの訴訟で労働者側は敗北に終わっていることがあ
るとされる。 

 フランスでは、有期雇用の利用については、法律で列挙されている客観的事由の存在を要
求し、かつ、原則として 1 年 6 カ月を超える場合には無期転換が必要となるなど、そもそも
有期雇用利用自体を制限し、例外的に利用を許容する場合にも無期転換へと誘導している。
こうした規制を前提に、実質的処遇改善のためには、有期雇用や派遣から（これらの雇用が
許容される厳格な要件を満たしていないと主張して）無期労働契約としての雇用を求めるこ
とに、より関心が高いとされる11。 

 

                                                 

10
 第 2 部第 2 章ドイツ 83 頁。 

11
 第 2 部第 3 章フランス 116 頁。 
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（３）イギリス 
 イギリスでは、訴訟が有料化されたことと、失業率が 5.3％（2015 年時点）と低いことも
相まって、非正規雇用に関する不満があっても、均等待遇規制に依拠して訴訟を提起するよ
り、転職行動によって対応するのが合理的な行動とされている可能性が高い。実際、ACAS

への相談レベルでも、非正規労働に関する紛争は少ないという。 

 これに対して、人権にかかわる差別禁止に対応する 2010 年平等法（性別、人種、年齢、
宗教等に関する差別を禁止）については、間接差別も含めて紛争化する例が多い12。雇用形
態差別規制と人権にかかわる差別禁止規制とで、規制の実際における機能の違いが現れてい
るようで興味深い。 

 また、イギリスについては、非正規雇用の活用を失業状態から、標準的雇用に至る踏み石
としての機能を営むものとして肯定的に捉える立場が有力である点も注目される。 

 

（４）韓国 
 韓国では、非正規雇用についての格差解消申し立て自体、多くはなく、申し立てられた事
案についても、労働委員会における救済率は 7.7％と低い。 

 韓国では非正規労働者の処遇改善を図るために、限定的ではあるが、有期契約の無期契約
化や派遣の直接雇用化を図っている。すなわち、有期契約（期間制）の場合、契約期間が 2

年（反復更新含む）を超えると無期契約となる。また、違法派遣の場合、使用者は当該派遣
労働者を直接雇用する義務を負う。派遣先がこの直接雇用義務を怠る場合、当該派遣労働者
は直接雇用を求める司法上の権利が認められ（判例）、場合によっては損害賠償を請求する
こともできる。このように韓国でも欧州諸国と同様に、非正規雇用の正規雇用化の施策を導
入している点に留意しておく必要があろう。  

 

（５）アメリカ 
 アメリカでは、非正規雇用に対する格差是正規制が採用されていない。その結果、正規・
非正規間の格差問題は、労働者が転職行動によって解消すべき事象と捉えられている。すな
わち、アメリカでは労働市場機能の活用が非正規雇用問題への処方箋となっているが、もと
より、それで十分な施策といえるのかについては議論がある。 

 

４．結語 
 以上、概観したとおり、EU 諸国では、EU 指令の存在もあって、パート・有期・派遣に
ついて不利益取扱い禁止ないし均等処遇規制が法定されている。しかし、そこで主として問
題となるのは、日本におけるような基本給の格差ではなく付加給付や福利厚生に関するもの

                                                 

12
 第 2 部第 4 章イギリス 131 頁。 
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である。また、EU 諸国でもパートタイム労働は、パートを理由とする不利益取扱い禁止規
制に加えて、女性に対する間接差別という点からの男女差別禁止の規制も及ぶことから、均
等待遇が一般化していることもあり、非正規雇用というより正規雇用に含めて把握する立場
が有力化してきている。これに対して、有期・派遣については、不利益取扱い禁止規制・均
等待遇規制は実際には争われることは少なく、無期化・直接雇用化の施策への期待が大きい
ことがうかがわれた。このことは、非正規雇用といっても、パートタイム労働、有期労働、
派遣労働にはそれぞれの特色があり、非正規雇用の多様性に十分留意した施策が必要である
こと、換言すれば、非正規雇用の処遇改善問題には、その多様性に対応した多様なアプロー
チを幅広く視野に入れて検討すべきことが示唆されているように思われる。 

 多様な施策の中で、不利益取扱い禁止や均等待遇によって非正規雇用の処遇改善を図る際
には、その規制がどの場面でどのような効果を上げるべきものかを検討する必要がある。そ
の点で、欧州における不利益取扱い禁止（均等待遇）規制の機能する場面は、日本とは異な
る実情にあることにも十分留意しつつ、日本にとって実効性のある処遇改善策を検討するこ
とが必要であろう。 

 平等取扱いは憲法上も要請される重要な価値であるが、これに関する規制と、憲法上やは
り重要な価値として位置づけている契約自治や労使自治との関係をどのように整理するのか、
これらの点も踏まえて議論していくことが望まれる。 

 

諸外国における非正規労働者の処遇の実態に関する研究会座長 

東京大学大学院法学政治学研究科教授  

荒木 尚志 
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年
派
遣

就
業

者
（

不
利

益
取

扱
い

禁
止

）
規

則
で

、1
2
週

間
勤

続
を

基
準

に
2
段

階
の

均
等

待
遇

規
制

。
 

【
関

連
状

況
】

 

・
大

陸
欧

州
諸

国
と

異
な

り
、

産
業

横
断

的
な

賃
金

や
資

格
制

度
が

存
在

せ
ず

、
労

働
条

件
が
ほ
ぼ
個

別
契
約

で
決
定
。

・
不

利
益

取
扱

い
が

認
定

さ
れ

る
場

合
の

救
済

は
、

特
定

さ
れ

た
比

較
対

象
者

と
の

待
遇

格
差

を
損

害
と

み
る

の
が

基
本

。
こ

の
点

、
日

本
に

お
け

る
均

衡
待

遇
の

考
え

方
（

均
等

に
扱

う
べ

き
仕

事
や

責
任

の
同

一
性

が
な

く
と

も
、

正
規

・
非

正
規

間
の

待
遇

が
あ

ま
り

に
違

い
す

ぎ
る

場
合

に
、

均
衡

の
と

れ
た

待

【
非
正
規

の
概
念
】

 

・
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
、

有
期

契
約

労
働

、
派

遣
労

働
が

非
正

規
雇

用
の

中
核

（
他

に
請

負
・

家
内

労
働
も

）。
非

正
規

雇
用

に
対
す

る
差

別
は

、
社

会
問

題
の

中
核

。
 

【
非

正
規

格
差

是
正
規
制

】
・

パ
ー

ト
・
有

期
に

つ
い

て
2

0
0

7
年

期
間

制
法

で
、

派
遣

に
つ

い
て

2
0

0
7
年

派
遣

法
で

差
別

的
処

遇
を

禁
止
。

 

【
関
連
状

況
】

 

・
産

業
別

労
働

協
約

に
よ

る
企

業
横

断
的
賃

金
格

付
け

制
度

は
存

在
し
な
い

。
 

【
非
正
規

の
概
念
】

 

・
非
正
規
は
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ

ン
ト

及
び

代
替

的
就

業
形

態
と

呼
ば

れ
る（

い
ず

れ
も

統
計

調
査

上
の

定
義

）。
但

し
、雇

用
に
該

当
し
な

い
就

業
者
を
含

む
。

 

【
非
正
規

格
差
是
正

規
制
】

 

・
パ
ー
ト
・
有
期
・
派
遣
と
い

う
雇
用（

就
業
）形

態
を
理

由
と

す
る

格
差

是
正

規
制

は
存
し
な

い
。

 

【
関
連
状

況
】

 

・
産
業
別
労
働
協
約
に
よ
る
企

業
横

断
的

賃
金

格
付

け
制

度
は
存
在

し
な
い
。

 

・
雇
用
形
態
以
外
の
既
存
の
差

別
禁
止
法

制（
男
女
賃

金
差

別
を
禁
ず

る
同
一
賃

金
法
、

人
種
・
皮

膚
の

色
・
宗

教
・

性・
出

身
国
を

理
由
と

す
る

差
別
を
禁

じ
る

1
9

6
4
年

公
民

権
法
第

七
編
、障

害
者
差

別
禁
止
法
、年

齢
差
別

禁
止

法
）に

よ
る

間
接
的（

反
射

的
）な

規
制
は

理
論
上

想
定

し
う
る
が
、非

正
規
の

地
位

を
理

由
と

し
た

実
際

の
差

別
紛
争
は

な
い
。
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由
と

す
る

雇
用

差
別

は
禁

止（
こ
の
人

権
保

障
型

差
別

禁
止

法
制
は
、間

接
差

別
も

禁
止
）。

 

の
事

由
や

通
例
問

題
と

な
ら

ず
。

・
同

一
（

価
値

）
労

働
を

行
う

労
働

者
間

の
賃

金
格

差
が

、
客

観
的

か
つ

正
当

な
、

検
証

可
能

な
理

由
に

よ
り

正
当

化
さ

れ
る

場
合

を
除

き
、

使
用

者
は

、
同

一
の

状
況

に
置

か
れ

る
す

べ
て

の
労

働
者

の
報

酬
の

平
等

を
保

障
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

遇
を

実
現

し
よ

う
と

す
る

考
え

方
）

は
な

し
。

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

【
現
状
】

 

・
非

正
規

雇
用

は
、

全
就

業
者

数
の

2
0

.
9

%
 

(
2

0
1

4
)
で

、
こ

の
割

合
は

年
々

増
加

。
 

・
有
期

契
約
労

働
は

、
男

女
同
数

程
度

だ
が

、
パ

ー
ト
タ
イ

ム
労
働
と

派
遣

労
働

で
は

、女
性

が
多

い
。

 

・
派
遣
は

常
用
型
が

8
割

。
 

・
パ
ー
ト

タ
イ
ム
労

働
の

一
形

態
で

あ
る
ミ

ニ
・

ジ
ョ
ブ

、及
び

派
遣

労
働

は
、一

般
に

低
賃

金
労

働
。

 

 【
格
差
の

実
情
】

 

・
産
業
別
労
働
協
約
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
、
パ
ー

ト
タ

イ
マ

ー
・

有
期

契
約

労
働

者
で

あ
っ

て
も
、労

働
協

約
に
よ

っ
て
カ

バ
ー

さ
れ

る
場

合
は

、
職

務
や

、
そ

の
遂

行
に

必
要

な
職

業
資

格
・
能
力

・
学
歴
等

が
フ

ル
タ

イ
ム

労
働

者
・

無
期
契
約

労
働
者
と

同
一

で
あ

る
場

合
、同

一
の

協
約
上

の
賃
金
等

級
に

格
付

け
ら

れ
、時

間
単

位
の
基

本
給
額
に

格
差

は
生

じ
ず

。
 

・
裁
判
例

を
み
る
と

、
基

本
給

自
体

で
は

な
く

、
事

業
所

内
に

お
け

る
手

当
や

給
付

を
め

ぐ
っ

て
争
わ
れ

る
例
が
多

い
模

様
。

 

・
こ
れ
に

対
し
、
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
の

う
ち

、
特

に
ミ
ニ
・
ジ

ョ
ブ

は
、労

働
協

約
で

カ
バ

ー
さ

れ
る
こ

と
は
稀
な

た
め

、一
般

的
に

低
賃

金
労

働
。
但

し
、

2
0

1
5
年

1
月

1
日

以
降

、
最

【
現
状

】
 

・
非

正
規

雇
用

の
雇

用
者

総
数

に
占

め
る
割

合
は

、
有

期
雇

用
9

.
6
％

、
派

遣
労

働
2

.
2
％

、
見

習
い

1
.
7
％

（
2

0
1

2
年

時
点

）。
 

・
こ

の
ほ

か
、

特
定

個
人

事
業

主
（

a
u

t
o
 
e
n

t
r
e
p

r
e
n

e
u

r
）、

独
立

労
働

者
供

給
（

p
o
r
t
a

g
e
 

s
a

l
a

r
i
a

l
）
、

間
歇

的
雇

用
（

i
n

t
e
r
m

i
t
t
e
n

t
）、

研
修

生
（

s
t
a

g
i
a

i
r
e
）

等
が

非
典

型
雇

用
に

分
類

さ
れ

る
場

合
が

あ
る

が
、

最
大

限
に

範
囲

を
広

げ
た

場
合

で
も

、
労

働
者

全
体

の
1

/
4

を
下

回
る

。
 

 【
格

差
の

実
情

】
 

・
紛

争
そ

の
も

の
が

少
な

い
た

め
、

ど
の

よ
う

な
格

差
が

特
に

問
題

と
な

る
か

と
の
評

価
は

不
能

。
 

【
現
状

】
 

・
パ

ー
ト

労
働

者
の

7
4
％

は
女
性

。
 

・
労

働
者

の
約

3
〜

4
％
が
有

期
契
約（

実
際

は
も

っ
と

多
い
可

能
性

）。
 

・
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
者

と
フ

ル
タ

イ
ム

労
働

者
の

賃
金

格
差

は
2

8
.
6
％（

2
0

1
4

年
）。

 

・
派

遣
の

経
験

率
は

男
女

で
そ

れ
ほ

ど
偏

っ
て

い
る

わ
け

で
は

な
く

、
派

遣
就

業
者

の
管

理
職

へ
の

採
用

も
普

及
。

調
査

に
よ

れ
ば

、
派

遣
就

業
の

内
訳

は
①

上
級・

中
級

管
理

職（
3

3
%
）、

②
監
督
者
・

初
級
管

理
職
・
専
門

職（
3

3
%
）、

③
熟

練
労

働（
1

6
%
）、

④
非

熟
練

マ
ニ
ュ
ア

ル
労

働
等

（
1

6
%
））

。
派

遣
の

頻
度

・
期

間
は

多
様

。
 

 【
格

差
の

実
情

】
 

・
最
重
要
課
題
は
、
賃
金
格
差
。

T
U

C
（
労

働
組

合
会

議
）

の
調

査
に

よ
る

と
、

テ
ン

ポ
ラ

リ
ー

就
業
者
の

7
割
弱

は
現
在

の
待

遇
に

不
満

。
法

的
な

権
利

が
あ

っ
て

も
、

契
約

打
ち

切
り

を
懸

念
し

、
申

し
立

て
を

断
念

す
る

ケ
ー
ス

も
多
い
。

・
パ

ー
ト

就
労

の
多

く
は

自
身

の
選

択
に

よ
る

も
の

で
あ

り
、

一
般

的
に

は
、

良
好

な
パ

ー
ト

タ
イ

ム
就

労
が

確
立

。
企

【
現

状
】

 

・
非

正
規

労
働

者
は

、
全

雇
用

労
働

者
の

3
2

.
1
％

 
(
2

0
1

4
年

、
韓

国
統
計

庁
)
 
。

 

・
期

間
制

（
有

期
）

労
働

者
の
場

合
、

2
年

を
超

え
な

い
範

囲
で

あ
れ

ば
契

約
期

間
を

数
回

に
亘

っ
て

更
新

し
て

も
無

期
契

約
に

な
ら

な
い

た
め

、
非

正
規

労
働

者
の

大
半

を
占

め
る

。
 

 【
格
差
の

実
情
】

 

・
正
規
の

賃
金
を

1
0

0

と
し

た
場

合
、

非
正

規
は

5
6

.
1

 
(
2

0
1

4
)
。

・
処
遇
格
差
の
争
点
に
、

「子
弟

を
持

つ
職

員
に

対
す

る
学

費
支

給
」、

「
昇

進
機

会
の

排
除
」、「

勤
続
手
当
」

等
あ
り
。

 

・
労

働
協

約
の

適
用

範
囲

を
、

正
規

に
限
っ

【
現

状
】

 

・
コ
ン
テ

ィ
ン
ジ
ェ

ン
ト
は
、

就
業

を
継

続
す

る
契

約
を

結
ば
な
い

者
。狭

義
か

ら
広

義
ま
で

3
つ

の
推
計

が
設

定
。

推
計

1
：「

実
際

に
働

い
た
期
間
が

1
年
以

下
で

、
か

つ
、
こ

の
先

1
年

以
下

の
就

業
継

続
し

か
期

待
し

て
い

な
い

者
」。

自
営

業
者

や
独

立
契

約
者
は
除

外
。推

計
2
：推

計
1
の
定
義

に
自

営
業

者
と

独
立

契
約

者
を

追
加

。
推

計
3
：
単
に
「

就
業

の
継

続
を

期
待

し
て

い
な

い
者
」と

さ
れ
、実

際
に

1
年

以
上

就
業
し
、

か
つ

、
こ

の
先
最

低
1

年
以

上
の

就
業

継
続

を
期

待
し

て
い

る
場
合
も

含
む
。

 

・代
替

的
就

業
形
態

と
は
、伝

統
的

就
業

形
態

た
る

直
接

雇
用

あ
る

い
は

長
期

継
続

雇
用

を
前

提
と

し
た

就
業

形
態

と
は

対
置

さ
れ

る
幾

つ
か
の
就

業
形
態：

①
独
立

契
約
者
。自

営
業
者
や

フ
リ
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低
賃
金
法

が
施
行
さ

れ
、ミ

ニ
・
ジ

ョ
ブ

に
も

適
用
さ
れ

る
た
め
、ミ

ニ
・
ジ

ョ
ブ

の
時

給
は

最
低
賃
金

額
以
上
。

 

・
派
遣

労
働
は

、産
業
別

労
働
組

合
と

派
遣

元
使

用
者
団
体

の
間
で
、派

遣
労

働
者

の
労

働
条

件
を

定
め
る

労
働
協
約（

派
遣

協
約

）が
締

結
さ

れ
、派

遣
労

働
者
の
約

9
0

%
は

同
協

約
で

カ
バ

ー
さ
れ
る

。但
し
、同

協
約

で
定

め
ら

れ
る

労
働

条
件
は

低
水
準
で

、一
般

に
低

賃
金

と
の

認
識

。
 

 

業
の

選
択

が
絡

む
採

用
と

昇
進

は
問

題
に

な
り

や
す

い
が

、
こ

れ
ら

は
2

0
1

0

年
平

等
法

の
差

別
禁

止
原

則
に

よ
っ

て
処

理
さ

れ
る

こ
と
が

多
い
。

 

・
有

期
雇

用
契

約
は

、
季

節
労

働
を

除
き

あ
ま

り
利

用
さ

れ
て

お
ら

ず
、

有
期

契
約

労
働

者
該

当
性

は
就

業
者

本
人

の
主

観
に

左
右

さ
れ

る
た

め
、

実
態

は
把

握
し

き
れ

ず
。

 

・
施

設
利

用
の

均
等

待
遇

は
、

食
堂

よ
り

も
駐

車
場

が
し

ば
し

ば
紛

争
と

な
る

。
勤

続
1

2
週

以
降
の
均

等
条
件

は
、派

遣
就

業
者

の
約
半

数
が

1
2

週
未
満

の
契

約
で

あ
る

た
め

、
対

象
と

な
ら

な
い

。
他

方
、派

遣
就

業
者
の

う
ち

I
T
や

医
療

関
係

な
ど

で
働
く
約

3
分
の

1
の
高
技

能
就

業
者

は
、

も
と

も
と

比
較

対
象

就
業

者
よ

り
も

高
い

賃
金

を
得

て
い

る
た

め
、

不
利

益
取

扱
い

禁
止

の
対

象
と

な
ら

な
い

。
こ

の
た

め
、

派
遣

規
則

の
保

護
は
限

定
的

。
 

て
許

容
し

て
い

る
場

合
、

非
正

規
が

組
合

員
で

な
い

た
め

、
労

働
協

約
の

適
用

か
ら

除
外

さ
れ

た
結

果
と

し
て

発
生

す
る

不
利

な
処

遇
は

合
理

的
な

理
由

と
し

て
認

め
ら

れ
る

。
但

し
、

労
働

組
合

法
上

の
一

般
的

拘
束

力
(
第

3
5

条
)

の
適

用
結

果
、

非
組

合
員

で
あ

る
正

規
に

対
し

て
、

給
与

な
ど

が
支

給
さ

れ
る

よ
う

に
な

っ
た

場
合

に
は

、
非

組
合

員
で
あ

る
非

正
規

に
対

し
て

給
与

な
ど

を
支

給
し

な
い

と
し

た
ら

、
合

理
的

な
理

由
が

あ
る

と
言
え
ず

。
 

ー
ラ
ン
ス
。②

事
業
者

の
需

要
に

応
じ

て
就

業
す

る
呼

出
就

業
者

（
o
n

-
c
a

l
l
 

w
o
r
k

e
r
s
）。

③
派

遣
就

業
者
。④

業
務
請

負
企
業

就
業

者
。

 

・
パ
ー
ト

タ
イ
マ
ー

は
週

3
5

時
間

未
満

で
働
く
者

。
 

・
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
ト
は
多

く
見

積
も

っ
て

約
4

%
、代

替
的

就
業

形
態

は
す

べ
て

の
類

型
を

合
わ

せ
て

約
1
1

%
（

2
0

0
5
年

）。
 

・
パ
ー
ト

は
約

1
8
%
（

2
0

0
5

年
）。

 

 【
格
差
の

実
情
】

 

・
正
規
と
非
正
規
の
間
の
格
差

は
不

明
。但

し
、フ

ル
タ
イ

ム
の

正
規

と
派

遣
で

は
賃

金
格
差
が

あ
る
模
様

。
 

・
非
正
規
の
間
で
、
フ
ル
タ
イ

ム
と

パ
ー

ト
タ

イ
ム

の
週

給
額

中
央

値
に

は
開

き
あ

り
。

 

・
自

動
車

製
造

業
で

働
く

派
遣

・
契

約
就

業
者

の
賃

金
は

、
正
規

従
業
員
の

5
割

か
ら

8
割

ま
で
と
幅

広
い

。 
・
非
正
規
に
対
す
る
年
金
、保

険
の

ベ
ネ

フ
ィ

ッ
ト

の
適

用
割

合
は
、正

規
と
比

べ
て

低
い
。

 

・ 
1
 年

を
超
え
る
就
業
保
障
期

間
が

伝
統

的
就

業
形

態
に

比
べ
て
低

い
の
は
、呼

出
就

業
者
、派

遣
就
業
者
、業

務
請

負
企
業

就
業
者
で
、特

に

非正規の現状・格差の実情（続き）
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2
5
  

非
正
規
の
概
念
・
法
規
制
・
関
連
状
況
・
実
情

 

 
E

U
 

ド
イ
ツ

 
フ
ラ
ン
ス

 
イ
ギ
リ
ス

 
韓
国

 
ア
メ
リ
カ

 

派
遣
就
業

者
は
、就

業
保
障

期
間

の
あ

る
者

の
割

合
が

低
い
。

 

・
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
ト
の
組

合
組
織
率
、組

合
に
代

表
さ

れ
て
い
る

割
合
は
、非

コ
ン

テ
ィ

ン
ジ

ェ
ン

ト
に

比
べ

て
低
い
。し

た
が
っ

て
、ほ

と
ん

ど
の

非
正

規
の

就
業

条
件
は
、市

場
の

相
場

な
ど

に
基

づ
い

て
当

事
者

間
で

決
定
。

 

 
 

 
 

 
 

 

非正規の現状・格差の実情（続き）
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2
6
 

  

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

 
E

U
ド
イ
ツ

 
フ
ラ
ン
ス

イ
ギ
リ
ス

韓
国

ア
メ
リ
カ

 

 
・

1
9

9
7

 
年

E
U

パ
ー
ト
タ

イ
ム

労
働

指
令

。
 

・
2

0
0

0
年
パ

ー
ト
タ

イ
ム
・
有

期
労

働
契
約
法（

T
z
B

f
G
）4

条
1
項

が
不

利
益
取

扱
い
禁
止

。
 

・
賃

金
的

性
格

を
有

す
る

給
付

は
、

時
間

比
例

原
則

が
適

用
さ

れ
る

た
め

、
比

較
可

能
な

フ
ル

タ
イ

ム
労

働
者

の
労

働
時

間
と

の
比

例
に

応
じ

て
、

当
該

給
付

を
カ

ッ
ト

す
る

こ
と
は
、

認
め
ら
れ

る
。

 

・
給

付
が

賃
金

的
性

格
を

有
さ

な
い

場
合

（
食

事
手

当
、

交
通

費
、

病
気

見
舞
金
、
慶
弔
祝

金
等

）、
時

間
比

例
原

則
は

適
用

さ
れ

ず
、

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
も

、
比

較
可

能
な

フ
ル

タ
イ

ム
労

働
者

と
同

一
の

給
付

が
行

わ
れ

る
べ

き
こ

と
が

原
則

。
 

・
労

働
協

約
に

よ
っ

て
、

不
利

益
取

扱
い

禁
止

規
制

か
ら

逸
脱

す
る

こ
と

は
認
め

ら
れ
ず
。

 

・
判

例
法

理
に

よ
る

（
一

般
論

と
し

て
の

）同
一

労
働

同
一

賃
金

原
則

。
・
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
者

の
報

酬
は

、
企

業
ま

た
は

事
業

所
で

、
同

じ
格

付
で

同
等

の
職

務
に

就
く

フ
ル

タ
イ

ム
労

働
者

の
報

酬
に

対
し

、
労

働
時

間
及

び
勤

続
期

間
を

考
慮

し
て

比
例

的
な

も
の

と
す

る
（

L
.
3

1
2

3
-
1

0
条

）。
 

・
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
者

は
、

法
律

及
び

労
働

協
約

に
よ

っ
て

フ
ル

タ
イ

ム
労

働
者

に
認

め
ら

れ
て

い
る

権
利

を
享

受
す

る
（

L
.
3

1
2

3
-
1
1

条
）

→
労

働
協

約
で

定
め

て
い

る
手

当
、

福
利

厚
生

等
は

等
し

く
適

用
さ

れ
る（

協
約

の
規

定
に

よ
り

、
比

例
的

な
適

用
方

法
を

別
途

定
め

る
こ

と
は

可
能

）。
 

・
フ

ル
タ

イ
ム

労
働

者
と

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
の

解
雇

補
償

金
及

び
退

職
手

当
は

、
当

該
企

業
に

お
け

る
い

ず
れ

か
の

形
態

で
従

事
し

た
雇

用
期

間
に

比
例

し
て

計
算

（
L

.
3

1
2

3
-
1

3
条

）。
ほ

か
、
従

業
員

代
表

の
選

挙
検

討
、

集
団

的
な

権
利

に
も

平
等

取
扱

い
の

原
則

が
適

用
。

 

・2
0

0
0
年

パ
ー

ト
タ

イ
ム

就
業

者（
不

利
益

取
扱

い
禁

止
）

規
則

。
 

・
非

正
規

に
特

化
し

た
法

律
で

は
な
い

が
、

2
0

1
0
年

平
等

法（
性

差
別

等
の
要
素
を

含
む

場
合

の
み

。
雇

用
形

態
自

体
は
差
別

禁
止

事
項

で
は

な
い

）
に

よ
る

是
正
可
能

性
も

あ
り

。
 

・
賃

金
な

ど
の

労
働

条
件

に
か
ぎ
ら
ず

、
傷

病
手
当

、出
産
手

当
、職

域
年

金
、休

暇
、

教
育

訓
練

や
苦

情
処

理
手

続
の
利
用
な

ど
も

含
め

た
不

利
益

取
扱

い
全

般
が
禁
止

。
仮

想
比

較
対

象
者

の
設

定
は

認
め

ら
れ

ず
。

 

 

・
期
間
制
（
有
期
）
及
び
短
時
間

（
パ
ー
ト

）勤
労
者
保

護
等
に

関
す
る
法

律
(
期

間
制

法
)
で

、
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
者

の
差

別
的

処
遇

禁
止
。

 

・
差
別
禁
止
領
域
は
、
賃
金
、
賞

与
金
、経

営
成

果
金
、そ

の
他

の
福

利
厚

生
な

ど
に

関
す

る
事

項
。

 

 

・
パ
ー
ト
タ
イ
ム
を
直
接
の
対
象
と
し
た

格
差
是
正

規
制
は
な

い
。

 

 

 
 

【
実
態
】

 

・
パ

ー
ト
タ

イ
ム
労

働
者
は
、
職

務
、

職
業

資
格

・
能

力
・

経
験

、
学

歴
等

は
、

比
較

可
能

な
フ

ル
タ

イ
ム

労
働

者
と

同
じ

で
あ

る
場

合
が

多
く

、
ま

た
職

務
給

制
度

を
定

め
る

労
働

協
約

（
産

業
別

労
働

協
約

）
に

よ
っ

て
カ

バ
ー

さ
れ

て
い

る
例

が
多

く
、

処
遇

格
差

は
問

題
に

な

【
実
態

】
 

・
紛

争
そ

の
も

の
が

少
な

い
た

め
、

ど
の

よ
う

な
格

差
が

特
に

問
題

と
な

る
か

と
の
評

価
は

不
能

。
 

【
実
態

】
 

・実
務

上
は

、各
非

正
規

類
型

に
共
通
し

て
、

比
較
対

象
者

の
選
定

が
困

難
な

問
題
。

 

・
産

業
別

労
働

協
約

が
あ

る
場

合
、
企

業
横

断
的

な
職

務
資

格
・

賃
金

制
度

が
あ
る

た
め

、
比

較
対

象
者

を
容

易
に

見
つ
け
る

こ
と

が
で

き
る

が
、

イ
ギ

リ
ス

で
は
、
産

業
別

協
約

に
よ

る
労

働
条

件
の

設
定
が
乏

し
く

、
個

別
化

し
た

テ
ー
ラ

ー
メ
イ
ド
の

労

【
実

態
】

 

・①
賃

金
及
び

労
働
条

件
に
お

け
る

特
定

の
部

分
は

、
比

較
対

象
労

働
者

よ
り

高
い

反
面

、
他

の
特

定
の

部
分

は
低

い
場

合
、

②
期

間
制

・
短

時
間

労
働

者
が

特
定

賃
金

及
び

労
働

条
件

に
対

し
て

、
比

較
対

象
労

働
者

に
比

べ
て

不
利

な
処

遇
を

受
け

た
と

主

【
実

態
】

 

・
実
態
と
し
て
非
正
規
の
処
遇
格
差
は
観

察
し
う
る

。
 

・
し

か
し
、非

正
規

の
処
遇

格
差
を
是

正
す

る
規
制

が
な
く
、間

接
的
な

事
例
と

し
て

も
非

正
規

の
地

位
を

理
由

と
し

た
紛
争
が

な
い
た
め
、何

が
法

的
に
問

題
と
な
る

格
差
で
あ

る
か
は

不
明
。

 

・
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
ト
は
全
体
的
に
低

格差是正規制
- 26 -
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2
7
 

 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

 
E

U
ド
イ
ツ

 
フ
ラ
ン
ス

イ
ギ
リ
ス

韓
国

ア
メ
リ
カ

 

り
に
く
い

。
 

・
使
用
者
と
し
て
教
育
訓
練
投
資
や
、

よ
り

高
い

職
務

上
の

地
位

や
賃

金
等

級
へ
の

格
付
け
（
昇

進
・
昇

格
）

は
、

フ
ル

タ
イ

ム
労

働
者

に
優

先
的

に
行

う
場

合
が

あ
り

、
こ

の
点

が
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
者

に
と

っ
て

不
利
。

 

・
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
の

中
で

も
、

ミ
ニ
・
ジ
ョ

ブ
は
、
主

婦
や
学

生
、

年
金

生
活

者
等

が
従

事
す

る
例

が
多

く
み

ら
れ

、
職

業
資

格
・

能
力

の
低

さ
か

ら
、

補
助

業
務

に
従

事
す

る
例

が
多

く
、

産
別

協
約

で
カ

バ
ー

さ
れ

る
こ

と
も

稀
で

、
低

賃
金

問
題

や
処

遇
格

差
問

題
が

大
き

い
。

 

働
条

件
が

一
般

的
。

 

・
実
務

上
、

社
内

の
資

格
等

級
や
ジ
ョ

ブ
バ

ン
ド
を

参
考

に
、

資
格

、
技

能
、
経
験

、
権

限
な

ど
を

考
慮
。

 

・
規
制
を
逆
手
に
と
っ
て
、
使
用
者
に
は
「
ダ

ミ
ー
比

較
対

象
者

」
を
設

定
す
る
抜

け
道

あ
り

。
 

・
不

利
益

取
扱

い
が

認
定

さ
れ

る
場
合

の
救

済
は

、
特

定
さ

れ
た

比
較

対
象
者
と
の

待
遇

格
差

を
損

害
と

み
る

の
が

基
本
。
こ

の
点

、
日

本
に

お
け

る
均
衡

待
遇
の
考
え

方
（

均
等

に
扱

う
べ

き
仕

事
や

責
任
の
同

一
性

が
な

く
と

も
、

正
規

・
非

正
規
間
の

待
遇

が
あ

ま
り

に
違

い
す
ぎ

る
場
合
に
、

均
衡

の
と

れ
た

待
遇

を
実

現
し

よ
う
と
す

る
考

え
方

）
は

と
ら

れ
て

い
な

い
。

 

張
す

る
反

面
、

使
用

者
は

そ
の

特
定

の
賃

金
及

び
労

働
条

件
の

代
わ

り
に

、
他

の
名

目
の

賃
金

及
び

労
働

条
件

を
提

供
し

た
こ

と
を

主
張

し
て

争
う

場
合

の
よ

う
に

、
支

給
項

目
別

の
比

較
が

現
実

的
に

困
難

な
場

合
に

は
、

比
較

可
能

な
賃

金
及

び
労

働
条

件
を

1
つ

の
カ
テ
ゴ

リ
ー
と

し
て

ま
と

め
て

比
較

す
る

こ
と

が
で

き
る

が
、

こ
の

場
合

、
実

際
に

提
供

さ
れ

た
労

働
に

応
じ

て
支

給
さ

れ
る

給
付

(
延

長
・

夜
間・

休
日
労

働
手
当

な
ど

)
は

比
較

の
カ
テ

ゴ
リ
ー
か

ら
除
外

。
 

賃
金
。コ

ン
テ
ィ
ン

ジ
ェ
ン

ト
の
パ
ー

ト
は

フ
ル

タ
イ

ム
と

比
較

し
て

相
当

の
低
賃
金

。
 

・
代

替
的

就
業
形
態

で
は
、派

遣
就
業

が
低

賃
金
。こ

の
形
態

の
パ
ー

ト
は
フ
ル

タ
イ
ム
と

比
較
し
て

相
当
の

低
賃
金
。 

・
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
ト
に
対
す
る
保
険

や
年

金
の

ベ
ネ

フ
ィ

ッ
ト

提
供

率
は

非
コ

ン
テ

ィ
ン

ジ
ェ

ン
ト

と
比

べ
て

か
な
り
低

い
。使

用
者
が
提

供
す
る
ベ

ネ
フ

ィ
ッ

ト
で
は
な

お
さ
ら

。
 

・
代
替
的
就
業
形
態
に
対
す
る
ベ
ネ
フ
ィ

ッ
ト
提
供

率
は
、全

体
的
に

伝
統
的
就

業
形
態
よ

り
も
低
い

が
、特

に
派
遣
に

対
す
る
健

康
保
険
、独

立
契
約

者
と
派

遣
に

対
す

る
年

金
の

提
供

率
が

相
当

に
低
い
。

 

 
 

 
 

 
 

 

 
・

同
一

事
業

所
に
お

い
て
、

勤
続

期
間

や
資

格
／

技
能

を
含

む
他

の
考

慮
事

項
に

適
切

な
考

慮
を

払
い

つ
つ

、同
一

の
又

は
類

似
の

労
働

／
職

業
に

従
事

す
る

と
こ
ろ
の
、同

一
類

型
の

雇
用

契
約

又
は

雇
用

関
係

を
有

す
る

フ
ル

タ
イ

ム
労

働
者
。

 

 

・
労

働
関

係
が

同
一

で
、

同
等

ま
た

は
類

似
の

職
務

に
従

事
す

る
当

該
事

業
所
の

フ
ル
タ
イ

ム
労
働

者
。

・
有

期
・

派
遣

・
パ

ー
ト

の
均

等
待

遇
原

則
を

定
め

る
法

律
上

の
規

定
で

は
、

同
一

の
格

付
け

活
動

等
の

職
務

に
従

事
す

る
者

。
 

・
但

し
、

判
例

法
理

の
同

一
労

働
同

一
賃

金
原

則
に

お
い

て
は

、
比

較
対

象
者

と
の

「
労

働
の

同
一

性
」

は
そ

こ
ま

で
厳

格
に

考
え

ら
れ

て
い

な
い

。
 

・
要

件
（

①
同

一
使

用
者

の
下

で
同
一

の
契

約
類
型

に
よ

っ
て

就
業

し
て

お
り
、
②

同
一

ま
た

は
類

似
労

働
を

行
っ

て
お
り
、

③
同

一
事

業
所

で
働

く
者

）
を

満
た
す
フ

ル
タ

イ
ム

就
業

者
。

 

・
契

約
類

型
の

同
一

性
（

要
件

①
）

は
、

4

種
類
の

契
約

類
型

（
雇

用
契

約
に
基
づ

く
労

働
者

、
見

習
契

約
に

基
づ

く
就
業
者

、
労

働
者

に
該

当
し

な
い

就
業

者
、
前
記

3

類
型

と
異

な
る

取
扱

い
を

す
る

こ
と
が

合
理

的
な

就
業

者
）

に
よ

っ
て

画
さ
れ
る

。
比

較
対

象
者

は
同

一
類

型
か

ら
し
か
探

す
こ

と
が

で
き

な
い

。
同

一
ま

た
は
類
似

労
働

と
い

え
る

か
否
か

（
要

件
②
）
は
、

明
文

上
、

資
格

、
技
能

、
経

験
を
考
慮

。
要

件
③
に

関
し

て
、

同
一

事
業

所
内
に
比

較
対

象
者

が
い

な
い

場
合

、
同

一
使
用
者

の
他

事
業

所
の

同
一

ま
た

は
類

似
労
働
フ

ル
タ

イ
ム

就
業

者
を
比

較
対

象
者
と
す
る

こ

・
同
種
又
は
類
似
し
た
業
務
を
遂

行
す
る
通

常
労
働
者

。
 

・
比
較
対
象
労
働
者
は
、
原
則
的

に
使

用
者

に
よ

る
差

別
的

処
遇

の
あ

っ
た

時
期

に
存

在
し

て
い
る
こ

と
必
要

。差
別
是
正

審
理
の
時

点
で

、退
職

ま
た
は

組
織

改
編
、人

事
異

動
、雇

用
終

了
な
ど

に
よ
っ
て

、比
較

対
象

労
働

者
が

い
な

い
と

し
て

も
、差

別
的
処

遇
が
あ

っ
た
当

時
に
存
在

し
て
い
れ

ば
可
。
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2
8
 

 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

 
E

U
ド
イ
ツ

 
フ
ラ
ン
ス

イ
ギ
リ
ス

韓
国

ア
メ
リ
カ

 

と
が

可
能

。
 

 

 
【

実
態
】

 

・
問

題
と

な
る

給
付

が
賃

金
的

性
格

を
持

た
な

い
場

合
、

比
較

対
象

者
の

決
定

に
当

た
り

、
職

務
の

同
一

性
・

類
似

性
は

要
件

と
な

ら
な

い
場

合
あ
り

。
 

・
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
者

の
中

で
も

ミ
ニ

・
ジ

ョ
ブ

就
労

者
は

、
一

般
に

職
業
資

格
・
能
力

が
低
い

た
め

、
比

較
可

能
な

フ
ル

タ
イ

ム
労

働
者

の
決
定
が

困
難
な
場

合
あ
り

。
 

【
実
態

】
 

・
判

例
法

理
の

同
一

労
働

同
一

賃
金

原
則

が
用

い
ら

れ
る

場
合

は
、

比
較

対
象

者
と

の
労

働
の

同
一

性
は

さ
ほ

ど
厳

格
に

は
考

え
ら

れ
て

い
な

い
模

様
。

 

・
判

例
に

は
、

問
題

と
さ

れ
る

労
働

条
件

と
の

関
連

で
比

較
対

象
者

と
の

格
差

を
労

働
者

が
立

証
す

べ
き

旨
を

述
べ

る
も

の
が

あ
る

が
、

こ
の

こ
と

が
「

対
象

事
項

に
よ

っ
て

比
較

対
象

者
が

異
な

り
う

る
」

と
の

理
屈

を
示

す
と

は
直

ち
に

は
言

え
な

い
可

能
性

。
 

【
実
態

】
 

・
規

則
導

入
時

に
比

較
対

象
労

働
者
が

存
在

す
る

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
は

約
6
分

の
1
と

推
計

。
 

・
職

務
の

中
心

が
消

火
活

動
で

あ
る
パ

ー
ト

タ
イ

ム
消

防
士

が
、

よ
り
広

い
業
務
に

従
事

し
、

職
務

資
格

や
経

験
も

異
な
る
フ

ル
タ

イ
ム

消
防

士
の

み
に

認
め

ら
れ
て
い

る
年

金
や

病
欠

手
当

を
求

め
た

M
a

t
t
h

e
w

s

事
件

で
は

、
フ

ル
タ

イ
ム
消

防
士
が
比

較
対

象
と

さ
れ

る「
同

一
ま

た
は

類
似
労
働

」
と

い
え

る
か

が
問

題
と

な
っ

た
。
下
級

審
が

、
職

務
や

必
要

と
さ

れ
る

能
力
の
違

い
か

ら
こ

れ
を
否

定
し

た
が

、
貴
族
院
は

比
較

対
象

者
と

さ
れ

た
就

業
者

と
の
職
務

内
容

の
ほ

と
ん

ど
が

同
一

で
あ

る
場
合
は

、
そ

の
他

の
部

分
（

相
違

点
）

が
そ
の
同

一
性

ま
た

は
類

似
性

を
否

定
す

る
程
度
の

も
の

で
な

い
限

り
比

較
可

能
性

を
認
め
る

べ
き

だ
と

し
、

同
一

（
類

似
）

性
を
肯

定
。

も
っ

と
も

、こ
の

判
断

基
準

に
よ
っ
て
も

、
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
と

フ
ル

タ
イ
ム
労

働
の

同
一（

類
似
）性

が
認

め
ら

れ
る
に
は

、
そ

の
相

当
部
分

の
重

複
を

要
す
る
。

 

・
不

利
益

取
扱

い
の

理
由

が
、

パ
ー
ト

タ
イ

ム
労

働
を

理
由

と
す

る
か

も
問
題
と
な

り
う

る
。

雇
用
控

訴
審

判
所

判
決

に
は
、

当
該

不
利

益
取

扱
い

の
唯

一
の

理
由
が
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
で

あ
る

こ
と

を
要
す
る

と
し

て
使

用
者

の
差

別
意
図

を
判
断
基
準

と
す

る
も

の
と

、差
別

意
図

を
問

題
と
せ
ず

、
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
で

あ
る

こ
と
が
不

利
益

取
扱

い
の

理
由

の
1
つ

で
あ
れ
ば
よ

い
と

す
る

も
の

と
が
併

存
。

 

【
実

態
】

 

・
有
期
労

働
の
該
当

箇
所
参

照
。

【
実

態
】

 

・
実

際
の

紛
争
が
な

い
た
め

不
明
。
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2
9
 

 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

 
E

U
ド
イ
ツ

 
フ
ラ
ン
ス

イ
ギ
リ
ス

韓
国

ア
メ
リ
カ

 

・
職

務
の

同
等

性
・

類
似

性
は

、
作

業
過

程
の

指
示

等
を

考
慮

し
て

、
労

働
者

間
で

の
交

換
可

能
性

が
あ

る
場

合
に

認
め

ら
れ

、
そ

の
判

断
は

、
職

務
記

述
書

や
賃

金
等

級
上

の
格
付
け

が
参
考
に

さ
れ
る

。
 

・
職

務
等

級
、

資
格

免
状

、
経

験
、

能
力

、
責

任
、

肉
体

的
負

担
等

が
必

要
に

応
じ

て
考
慮

。
 

・
実
務

上
、

社
内

の
資

格
等

級
や
ジ
ョ

ブ
バ

ン
ド
を

参
考

に
、

資
格

、
技

能
、
経
験

、
権

限
な

ど
を

考
慮
。

 

・
比

較
対

象
者

が
選

定
で

き
な

い
場
合

に
は

救
済
さ

れ
ず

。
例

外
は

、
性

差
別
を
禁

じ
る

2
0

1
0
年

平
等

法
が

適
用

可
能

な
場
合

。

・①
業
務
の

内
容
及

び
種
類

、②
当

該
業
務

の
遂
行
方

法
、③

作
業

の
条

件
、

④
業

務
の

難
易

度・
権
限
、⑤

相
互
代

替
可
能

性
な

ど
を

総
合

的
に

考
慮

し
て

判
断
。

 

 

 

・不
利

益
取

扱
い

の
禁
止
は

「
客

観
的

な
根

拠
に

よ
っ

て
正

当
化

さ
れ

な
い

限
り

」と
さ

れ
、客

観
的

な
根

拠
が

あ
れ

ば
不

利
益

取
扱

い
は

禁
止

さ
れ

な
い

。パ
ー

ト
タ
イ

ム
労

働
指

令
に

つ
き

客
観

的
な

根
拠

を
具

体
的

に
示

し
た

欧
州

司
法

裁
判

所
の

判
例

は
な

い
。

 

・
職

務
内

容
が

同
じ

で
あ

っ
て

も
、

職
業

能
力

や
資

格
、

経
験

等
が

異
な

れ
ば

、
基

本
給

に
つ

い
て

異
な

る
取

り
扱

い
を

す
る

こ
と

に
は

、
客

観
的

理
由

が
あ

る
と

解
さ

れ
る

。
 

・（
食
事

手
当
の

よ
う

に
）
給
付

の
性

質
に

よ
っ

て
、

当
該

パ
ー

ト
タ

イ
マ

ー
の

昼
食

時
に

か
か

ら
な

い
労

働
時

間
配

置
が

、
異

な
る

取
扱

い
を

合
理
的

と
す
る
場

合
あ
り

。
 

【
同

一
労

働
同

一
賃

金
原

則
】

 

・
同

一
労

働
を

行
う

労
働

者
間

の
賃

金
格

差
は

、客
観

的
か

つ
正

当
で

、
検

証
可

能
な

理
由

に
よ

ら
な

け
れ

ば
正

当
化

さ
れ

な
い

。
 

・
客

観
的

正
当

化
事

由
は

、
最
終

的
に

は
裁

判
所

（
審

判
所

）
の

み
が

判
断
で
き
る

問
題

。
ガ

イ
ド
ラ

イ
ン

な
ど

で
示
さ
れ
る

の
は

あ
く

ま
で

例
示

で
あ

っ
て

、
審
判
所

を
拘

束
せ

ず
。

 

・
比
例

原
則

を
適
用

し
、

か
つ

一
定
の

正
当

化
事

由
が

認
め

ら
れ

る
。

 

・
合
理
的
な
理
由
が
あ
れ
ば
格
差

は
正

当
化

さ
れ

る
。「

恣
意

的
で

は
な
い

こ
と

」と
し

て
理
解

す
る
の
が

一
般
的
な

見
解
。

 

 
【

参
考

】
 

・
男
女
同
一
賃
金
原
則
に
係

る
客

観
的

正
当

化
事

由
に

は
、移

動
可

能
性

、労
働

時
間

や
就

業
場

所
の

柔
軟

性
、教

育
訓
練

の
程

度
の

違
い

等
が

示
さ

れ
て

い
る

が
、い

ず
れ

も
そ

れ
が

特
定

の
職

務
の

遂
行

に
重

要
で

あ
る

こ
と

を
使

用
者

が
立

証
す

る
こ

と
が

要
件

。
 

・
こ

れ
に

対
し

、賃
金
決
定

基
準

と
し

て
勤

続
期

間
を

用
い

る
こ

と
は

、
(
労

働
者

が
深

刻
な

疑
い

を
引

き
起

こ
す

証
拠

を
提

出
し

な
い

限
り

)
特

段
の

立
証

な
く

認
め

ら
れ

る
。

【
実
態
】

 

・
労

働
協

約
に

よ
る

不
利

益
取

扱
い

禁
止

規
制

か
ら

の
逸

脱
は

で
き

な
い

。
労

働
協

約
の

中
で

異
な

る
取

り
扱

い
が

行
わ

れ
た

と
し

て
も

、
協

約
自

体
が

、
当

該
異

別
取

扱
い

を
正

当
化

す
る

合
理

的
理

由
と

は
な

ら
な
い

。
 

 

【
実
態

】
 

・
勤

続
期

間
、

労
働

の
質

、
職

業
資

格
等

に
よ

り
、

差
異

が
正

当
化

さ
れ

る
と

の
判

例
あ

り
。

 

・
客

観
的

で
検

証
可

能
で

あ
る

こ
と

が
要

求
さ

れ
る

た
め

、
正

当
化

に
は

、
単

に
「

勤
続

期
間

に
差

が
あ

る
」、

「
労

働
の

質
に

差
が

あ
る

」
な

ど
抽

象
的

に
主

張
す

る
の

み
で

は
足

り
ず

、
当

該
差

異
が

ど
の

よ
う

に
賃

金
の

差
に

反
映

し
て

い
る

の
か

と
い

う
客

観
的

な
説

明
が

要
求

さ
れ

る
。

 

 

【
実
態

】
 

・
フ
リ

ン
ジ

ベ
ネ

フ
ィ

ッ
ト

に
つ
い
て

は
、

勤
続
年

数
が

客
観

的
正

当
化

要
素
と
な

り
う

る
。

賃
金

は
、
真

の
ビ

ジ
ネ

ス
上
の

理
由

が
あ

れ
ば

正
当

化
さ

れ
る

。
し
ば
し

ば
紛

争
化

す
る

の
は

、
フ

ル
タ

イ
ム
労
働

者
の

み
加

入
で

き
る

健
康
保

険
な
ど
。
そ

の
判

断
は

ケ
ー

ス
バ
イ

ケ
ー

ス
と

な
り
、

各
使

用
者

の
経

営
状

況
が

重
要

な
判
断
要

素
と

な
る

。
但

し
、

経
営

状
況

が
厳
し
い

と
い

う
だ

け
で

は
十

分
な

正
当

化
事
由
と

は
な

ら
な

い
。

 

【
実

態
】

 

・
業
務
の
範
囲
・
強
度
、
業
務
の

権
限
・
責
任
、採

用
条
件
・
基

準
等

の
差

異
は

合
理

的
理

由
と

な
り
得

る
。

 

・
労
働
協
約
自
身
が
正
規
と
非
正

規
に

差
別

的
処

遇
を

定
め

る
こ

と
は

強
行

法
規

違
反

と
な

り
許
さ
れ

な
い
が

、協
約
の
適

用
範

囲
が

正
規

労
働

者
の

み
で

、非
正
規
が

当
該
協

約
の
適

用
を

受
け

な
い

結
果

不
利

益
と

な
っ
て

も
、合

理
的

理
由
が

あ
り
と
さ

れ
る
。

 

 

【
実

態
】

 

・
実

際
の

差
別
事
案

が
な
い

た
め
不
明

。 
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3
0
 

 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

 
E

U
ド
イ
ツ

 
フ
ラ
ン
ス

イ
ギ
リ
ス

韓
国

ア
メ
リ
カ

 

 
・
性

別
、人

種
等

の
人
権
保

障
型

差
別

禁
止

法
制

に
お

い
て

は
、立

証
責

任
を

使
用

者
側

に
転

換
す

る
規

定
が

あ
る

が
、パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
指

令
に

は
存

在
せ

ず
。

 

・
労

働
者

側
は

、
異

別
取

扱
い

が
あ

る
こ

と
、

及
び

比
較

対
象

労
働

者
と

の
比

較
可

能
性

が
あ

る
こ

と
の

2
点

に
つ

い
て
立
証

責
任
を

負
い

、
使

用
者

側
は

、
当

該
異

別
取

扱
い

が
客

観
的

事
由

に
よ

っ
て

正
当

化
さ

れ
る

こ
と

に
つ

い
て

立
証

責
任

を
負
う
。

 

・
労

働
者
側

は
、「

同
一

労
働

同
一

賃
金

原
則

違
反

を
基

礎
づ

け
る

こ
と

が
で

き
る

要
素

、
具

体
的

に
は

、
問

題
と

な
る

処
遇

に
関

し
て

同
一

の
状

況
に

あ
る

同
僚

と
の

格
差

の
存

在
を

立
証

す
る

必
要

が
あ

る
。

こ
れ

に
対

し
、

使
用

者
側

は
、

問
題

と
さ

れ
る

賃
金

等
の

格
差

を
正

当
化

す
る

客
観

的
な

要
素

を
立

証
す

る
必

要
あ

り
。

 

・
不

利
益

取
扱

い
の

存
在

に
つ

い
て
は

就
業

者
が

負
い

、
そ

の
正

当
化
根

拠
に
つ
い

て
は

使
用

者
が

負
う

。
 

・
労
働
者
は
差
別
的
処
遇
の
内
容

を
具

体
的

に
明

示
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。た

だ
、差

別
的

処
遇

の
判

断
に

関
わ

る
情

報
は

主
に

使
用

者
が

有
し

て
い

る
こ
と
か

ら
、立

証
責

任
の
転

換
に
よ
っ

て
、差

別
的

処
遇
禁

止
に

関
連

し
た

紛
争

に
関

す
る

立
証

責
任

は
使

用
者

が
負

う
と

規
定

さ
れ

て
い

る
(
期

間
制

法
第

9
条

)
。

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
・

加
盟
各
国
の
法
令
に
よ
り

各
国

で
施

行
さ

れ
る

の
が

基
本

。各
国
の
裁

判
所

に
提

訴
さ

れ
た

事
案

に
は

、そ
の

最
高
裁
判

所
か

ら
の

附
託

に
よ

り
、

E
U

司
法

裁
判

所
が

E
U

法
上

の
解

釈
に

つ
き
判

断
。

・
労
働
裁

判
所
へ

の
提
訴
。

 

・
事

業
所

委
員

会
へ

の
苦

情
申

し
立

て
 

・
労

働
者

本
人

あ
る

い
は

労
働

者
に

委
任

さ
れ

た
組

合
が

、
労

働
裁

判
所

に
対

し
て
訴

訟
を

提
起

。
 

・
規

則
違

反
行

為
か

ら
3
カ

月
以

内
に

雇
用

審
判

所
に

申
し

立
て

。
 

・
そ

の
他

の
救

済
ル

ー
ト

と
し

て
、
助

言
仲

裁
斡

旋
局（

A
C

A
S
）、

労
働

組
合
の
ヘ

ル
プ

ラ
イ

ン
、
市

民
助

言
局

、
社
内
の

苦
情

処
理
手

続
等

。
 

 

・
行
政
委
員
会
た
る
労
働
委
員
会

が
主

た
る

救
済
機
関（

申
し
立

て
は

差
別

的
処

遇
の

6
ヶ
月

以
内

）。
民

事
訴

訟
（

賃
金

請
求

、不
法
行
為

に
よ
る

損
害
賠

償
請

求
）

も
利
用
可

能
。

 

・
雇
用
労
働
部
に
よ
る
差
別
是
正

命
令
、も

し
く

は
労
働

委
員
会

へ
の
通
報

。
 

 

 
 

【
実
態
】

 

・
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
の

異
別

取
り

扱
い

が
提

訴
に

い
た

る
例

は
少

な
い

。
 

・
労

働
裁

判
所

は
、

訴
訟

費
用

が
安

価
で

、
労

働
者

の
多

く
は

、
権

利
保

護
保

険
に

加
入

し
て

い
る

た
め

、
訴

訟
費

用
（

裁
判

所
手

数
料

や
弁

護
士

費
用

）
は

、
保

険
に

よ
っ

て
カ

バ
ー

さ
れ

て
い

る
等

の
事

情
か

ら
、

提
訴

の
ハ

ー
ド

ル
は

高
く

な
い
。

 

・
労

働
裁

判
所

は
和

解
前

置
主

義
。

ま
ず

は
裁

判
官

の
面

前
で

の
和

解
手

続
が

行
わ

れ
、

解
決

に
至

ら
な

か
っ

た
場

合
に

、
初

め
て

判
決

手

 
【

実
態

】
 

・
審
判

所
の

負
担

軽
減

の
た

め
、
審
理

に
入

る
前

に
、

独
立

機
関

で
あ

る
助

言
仲
裁

斡
旋

局
に

よ
る

早
期

あ
っ

せ
ん

が
法
的
に

要
求

さ
れ

る
。

多
く

は
、

こ
の

段
階
で
和

解
に

よ
っ

て
解

決
。

 

・
申
し

立
て

の
有

料
化

な
ど

も
含

め
、

雇
用

審
判

所
で

の
手

続
は

、
当

事
者
双
方
に

と
っ

て
メ

リ
ッ
ト

が
な

い
と

捉
え
ら
れ
て

い
る

の
が

実
情
。

 

 

【
実

態
】

 

・
労
働
委
員
会
に
よ
る
救
済
は
是

正
命

令
が

終
局

的
救

済
と

し
て

機
能
せ

ず
、裁

判
所

に
よ
る

救
済
は

、救
済

の
た
め

の
コ

ス
ト

が
か
か

る
た
め
に

、非
正
規

労
働
者
の

保
護
に
不

十
分

。従
っ

て
、労

働
委

員
会
に

お
け
る

調
停・

仲
裁
を

通
し
た

解
決
が

模
索

さ
れ

て
い
る
。

 

 

【
実

態
】

 

・
具

体
的

事
案
が
な

い
た
め

不
明
。

 

・
ア
メ
リ
カ
で
は
裁
判
外
紛
争
解
決
手
段

（
A

D
R
）が

発
達
し

て
い
る

が
、非

正
規

就
業
者
が

A
D

R
を

利
用
す

る
可
能

性
は

極
め

て
低
い
。
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3
1
 

 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

 
E

U
ド
イ
ツ

 
フ
ラ
ン
ス

イ
ギ
リ
ス

韓
国

ア
メ
リ
カ

 

続
へ

移
行

。
和

解
手

続
に

よ
っ

て
解

決
に

い
た

る
ケ

ー
ス

も
見

ら
れ

る
。

 

 

 

・
ド

イ
ツ

で
は

、
パ

ー
ト

タ
イ

マ
ー

に
か

か
る

格
差

是
正

は
、

不
利

益
取

扱
い

禁
止

規
制

の
ほ

か
、

T
z
B

f
G

9
条

が
定

め
る

労
働

時
間

の
延

長
請

求
権

を
行

使
す

る
こ

と
に

よ
る

フ
ル

タ
イ

ム
雇

用
へ

の
転

換
と

い
う

形
で

の
格

差
是

正
手

段
も

定
め

ら
れ

て
お

り
、

近
時

の
法

政
策

に
お

い
て

は
、

む
し

ろ
こ

ち
ら

の
ほ

う
が

重
視

さ
れ

て
い

る
模

様
。
実

際
、

2
0

1
3
年

に
締

結
さ

れ
た

連
立

協
定

の
中

で
、

育
児

や
介

護
等

の
理

由
で

パ
ー

ト
タ

イ
マ

ー
と

な
っ

た
労

働
者

に
対

し
て

、
再

び
フ

ル
タ

イ
ム

へ
復

帰
で

き
る

権
利

を
付

与
す

べ
き

と
の

提
案

あ
り

。
 

 
・

勤
続

2
6
週

以
上

の
全

労
働

者
に
は

柔
軟

労
働

を
申

請
す

る
権

利
が

認
め
ら
れ
て

お
り

、
フ

ル
タ

イ
ム

か
ら

パ
ー

ト
タ
イ
ム

へ
の

転
換

は
中

心
的

な
柔

軟
化

手
法

で
あ

る
。

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

の
多

く
は
、

権
利

行
使

も
含

め
、

自
発

的
に

選
択
さ
れ

て
い

る
と

い
え

る
。

 

・
性

差
別

を
禁

止
す

る
2

0
1

0
年

平
等

法
が

雇
用

の
場

面
で

も
機

能
し

て
お

り
、
格

差
是

正
規

制
と

し
て

で
は

な
く

、
同
法
に

よ
る

性
差

別
の

間
接

差
別

と
し

て
紛
争
化

す
る

こ
と

の
ほ

う
が

多
い

。
 

 

・
労
働
委
員
会
に
よ
る
格
差
是
正

の
救
済
手

続
は

導
入

後
1

0
年

経
つ
が

、当
初

予
想
よ

り
申
し

立
て

件
数

が
少

な
い

な
ど

の
問

題
。

2
0

1
4
年
改
正

で
「
確

定
し

た
是

正
命

令
の

効
力

の
拡

張
」と

「
懲

罰
的
損

害
賠
償

制
度
」
を

新
た
に
導

入
。

 

・
労
働
委
員
会
に
お
け
る
差
別
認

定
率

は
、
平

均
7

.
7
％

と
低
水

準
。

 

・
雇
用
労

働
部
も
、

2
0

1
2
年
か

ら
、非

正
規
労

働
者
に

対
す
る

差
別

是
正

業
務

を
一

部
担

当
す

る
よ
う

に
な
っ
た

が
、差

別
是

正
の
行

政
指
導

、労
働

委
員

会
へ

の
通

報
と

い
う

限
ら

れ
た

機
能
。

 

・
非
正
規
雇
用
に
つ
い
て
の
格
差
是
正
規

制
は
存
在

し
な
い
と

こ
ろ
、活

発
な
労

働
市

場
を

通
じ
た
転

職
が
、

1
つ
の
格

差
解
消
策

と
の
位
置

づ
け
。
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3
2
 

 

 

有
期

労
働

 
E

U
ド

イ
ツ

 
フ

ラ
ン

ス
イ

ギ
リ

ス
韓

国
ア

メ
リ

カ
 

・
1

9
9

9
年

有
期

労
働

指
令

。
 

・
2

0
0

0
年

パ
ー

ト
タ

イ
ム

・
有

期
労

働
契

約
法

（
T

z
B

f
G
）

4
条

2
項

が
定

め
る

「
不

利
益

取
扱

い
禁

止
規

制
」。

 

・
賃

金
的

性
格

を
有

す
る

給
付

は
、

期
間

比
例

原
則

が
適

用
さ

れ
る

た
め

、
比

較
可

能
な

無
期

雇
用

労
働

者
の

算
定

期
間

と
比

例
す

る
形

で
、有

期
契

約
労

働
者

に
支

払
う

。
・

給
付

が
賃

金
的

性
格

を
有

さ
な

い
場

合
、

期
間

比
例

原
則

は
適

用
さ

れ
ず

、
有

期
契

約
労

働
者

に
対

し
て

も
、

比
較

可
能

な
無

期
契

約
労

働
者

と
同

一
の

給
付

が
原

則
。

 

・
労

働
協

約
に

よ
っ

て
、

不
利

益
取

扱
い

禁
止

規
制

か
ら

逸
脱

す
る

こ
と

は
認

め
ら

れ
ず

。
 

 

・
判

例
法

理
に

よ
る

（
一

般
論

と
し

て
の

）
同

一
労

働
同

一
賃

金
原

則
。

 

・
労

働
法

典
L

.
1

2
4

2
-
1

4
条

～
L

.
1

2
4

2
-
1

6
条

。
 

・
有

期
雇

用
の

報
酬

は
、

同
じ

格
付

で
同

じ
職

務
に

就
く

無
期

雇
用

が
試

用
期

間
後

に
受

け
取

る
報

酬
を

下
回

っ
て

は
な

ら
な

い
と

規
定（

L
.
1

2
4

2
-
1

4

条
）。

 

・
無

期
雇

用
に

適
用

さ
れ

る
法

律
及

び
協

約
上

の
規

定
な

い
し

慣
行

は
、（

契
約

の
切

断
に

関
す

る
規

定
を

除
き

）
有

期
雇

用
に

も
等

し
く

適
用

さ
れ

る
、

と
規

定
（

L
.
1

2
4

2
-
1

4
条

）
→

労
働

協
約

や
慣

行
で

定
め

る
手

当
、

福
利

厚
生

等
は

等
し

く
有

期
雇

用
に

も
適

用
。

 

・
2

0
0

2
年

有
期

契
約

労
働

者
（

不
利

益
取

扱
い

禁
止

）
規

則
。

 

・
正

当
化

事
由

の
判

断
に

総
体

的
ア

プ
ロ

ー
チ

が
と

ら
れ

る
た

め
、複

雑
な

判
断

を
要

す
る

。
 

・
期

間
制

及
び

短
時

間
勤

労
者

保
護

等
に

関
す

る
法

律
(
期

間
制

法
)
で

、有
期

契
約

労
働

者
の

差
別

的
処

遇
禁

止
。

 

・
差

別
禁

止
領

域
は

、
賃

金
、

賞
与

金
、

経
営

成
果

金
、

そ
の

他
の

福
利

厚
生

な
ど

に
関

す
る

事
項

。
 

 

・
有

期
契

約
労

働
者

を
直

接
の

対
象

と
し

た
格

差
是

正
規

制
は

な
い

。
 

 
 

【
実

態
】

 

・
有

期
契

約
労

働
も

、
職

務
、

職
業

資
格

・
能

力
・

経
験

、
学

歴
等

が
、

比
較

可
能

な
無

期
契

約
労

働
者

と
同

じ
で

、
職

務
給

制
度

を
定

め
る

労
働

協
約

（
産

業
別

労
働

協
約

）
に

よ
っ

て
カ

バ
ー

さ
れ

る
場

合
、

処
遇

格
差

は
問

題
に

な
り

に
く

い
。

 

・使
用

者
と

し
て

教
育

訓
練

投
資

や
、

そ
れ

に
基

づ
く

よ
り

高
い

職
務

上
の

地
位

や
賃

金
等

級
へ

の
格

付
け

（
昇

進
・

昇
格

）
は

、
無

期
雇

用
労

働
者

に
優

先
的

に
行

う
場

合
が

あ
り

、
こ

の
点

が
有

期
契

約
労

働
者

に
と

っ
て

は
不

利
。

 

【
実

態
】

 

・
紛

争
そ

の
も

の
が

少
な

い
た

め
、

ど
の

よ
う

な
格

差
が

特
に

問
題

と
な

る
か

と
の

評
価

は
不

能
。

 

【
実

態
】

 

・
実

務
上

は
、

各
非

正
規

類
型

に
共

通
し

て
、比

較
対

象
者

の
選

定
が

困
難

な
問

題
。

 

・
大

陸
欧

州
諸

国
と

異
な

り
産

業
別

協
約

に
よ

る
労

働
条

件
の

設
定

が
乏

し
く

、比
較

対
象

者
の

選
定

が
困

難
な

こ
と

、社
内

に
お

け
る

資
格

等
級・

ジ
ョ

ブ
バ

ン
ド

を
参

考
と

し
た

比
較

、そ
の

他
の

状
況

は
パ

ー
ト

タ
イ

ム
の

場
合

と
同

様
。

 

 

【
実

態
】

 

・
①

賃
金

及
び

労
働

条
件

に
お

け
る

特
定

の
部

分
は

、
比

較
対

象
労

働
者

よ
り

高
い

反
面

、
他

の
特

定
の

部
分

は
低

い
場

合
、

②
期

間
制

・
短

時
間

労
働

者
が

特
定

賃
金

及
び

労
働

条
件

に
対

し
て

、
比

較
対

象
労

働
者

に
比

べ
て

不
利

な
処

遇
を

受
け

た
と

主
張

す
る

反
面

、
使

用
者

は
そ

の
特

定
の

賃
金

及
び

労
働

条
件

の
代

わ
り

に
、

他
の

名
目

の
賃

金
及

び
労

働
条

件
を

提
供

し
た

こ
と

を
主

張
し

て
争

う
場

合
の

よ
う

に
、

支
給

項
目

別
の

比
較

が
現

実
的

に
困

難
な

場
合

に
は

、
比

較
可

能
な

賃
金

及
び

労
働

条
件

を
1

つ
の

カ
テ

ゴ
リ

ー
と

し
て

ま
と

め
て

比
較

す
る

こ
と

が
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3
3
 

 

有
期

労
働

 
E

U
ド

イ
ツ

 
フ

ラ
ン

ス
イ

ギ
リ

ス
韓

国
ア

メ
リ

カ
で

き
る

が
、

こ
の

場
合

、
実

際
に

提
供

さ
れ

た
労

働
に

応
じ

て
支

給
さ

れ
る

給
付

(
延

長
・

夜
間

・
休

日
労

働
手

当
な

ど
)
は

比
較

の
カ

テ
ゴ

リ
ー

か
ら

除
外

。
 

 
 

 
 

 
 

 
・

同
一

事
業

所
に

お
い

て
、

資
格

／
技

能
に

適
切

な
考

慮
を

払
い

つ
つ

、
同

一
の

又
は

類
似

の
労

働
／

職
業

に
従

事
す

る
、

期
間

の
定

め
な

き
雇

用
契

約
又

は
雇

用
関

係
を

有
す

る
労

働
者

。
 

・
同

等
ま

た
は

類
似

の
職

務
に

従
事

す
る

当
該

事
業

所
の

無
期

雇
用

労
働

者
。

 

・
有

期
・

派
遣

・
パ

ー
ト

の
均

等
待

遇
原

則
を

定
め

る
法

律
上

の
規

定
で

は
、

同
一

の
格

付
け

活
動

等
の

職
務

に
従

事
す

る
者

。
 

・
但

し
、

判
例

法
理

の
同

一
労

働
同

一
賃

金
原

則
で

は
、

比
較

対
象

者
と

の
「

労
働

の
同

一
性

」
は

厳
格

に
考

え
ら

れ
て

い
な

い
。

 

・
要

件
（

①
同

一
使

用
者

の
下

で
、②

同
一

ま
た

は
類

似
労

働
を

行
い

、③
同

一
事

業
所

で
労

働
す

る
者

）
を

満
た

す
無

期
契

約
労

働
者

。
雇

用
終

了
者

は
、

比
較

対
象

者
と

は
で

き
な

く
な

る
。

 

 

・
同

種
又

は
類

似
し

た
業

務
を

遂
行

す
る

無
期

契
約

労
働

者
。

 

・
比

較
対

象
労

働
者

は
、

原
則

的
に

使
用

者
に

よ
る

差
別

的
処

遇
の

あ
っ

た
時

期
に

存
在

し
て

い
る

こ
と

必
要

。
差

別
是

正
審

理
の

時
点

で
、

退
職

ま
た

は
組

織
改

編
、

人
事

異
動

、
雇

用
終

了
な

ど
に

よ
っ

て
、

比
較

対
象

労
働

者
が

い
な

い
と

し
て

も
、

差
別

的
処

遇
が

あ
っ

た
当

時
に

存
在

し
て

い
れ

ば
可

。
 

 

 
 

【
実

態
】

 

・
問

題
と

な
る

給
付

が
賃

金
的

性
格

を
持

た
な

い
場

合
、

比
較

対
象

者
の

決
定

に
当

た
り

、
職

務
の

同
一

性
・

類
似

性
は

要
件

と
な

ら
な

い
場

合
あ

り
。

 

【
実

態
】

 

・
判

例
法

理
の

同
一

労
働

同
一

賃
金

原
則

が
用

い
ら

れ
る

場
合

、
比

較
対

象
者

と
の

労
働

の
同

一
性

は
そ

れ
ほ

ど
考

慮
さ

れ
ず

、
端

的
に

、
問

題
と

な
っ

た
賃

金
等

の
差

異
が

合
理

的
に

説
明

で
き

る
も

の
で

あ
る

か
否

か
が

検
討

さ
れ

る
傾

向
。

 

【
実

態
】

 

・
平

等
法

の
間

接
差

別
の

事
例

も
含

め
、裁

判
例

は
殆

ど
な

い
。

 

【
実

態
】

 

・
判

例
に

よ
る

と
、

概
し

て
「

業
務

の
同

種
又

は
類

似
性

」
に

対
し

て
、

①
「

主
た

る
業

務
な

い
し

中
心

的
な

業
務

」
の

同
種

・
類

似
性

(
Ｋ

大
学

事
件

、ソ
ウ

ル
行

政
法

院
 

2
0

0
9

.
2

.
6

宣
告

2
0

0
8
グ

ハ
ッ

プ
2

2
7

4
7

)
、

②
形

式
的

な
業

務
分

掌
で

は
な

く
、「

実
際

に
遂

行
す

る
業

務
」

基
準

(
Ｋ

銀
行

事
件

、
大

法
院

2
0

1
2

.
3

.
2

9
 
宣

告
 
2

0
1

1
ド

ゥ
2

1
3

2
)
、

③
「

核
心

要
素

」
に

お
い

て
本

質
的

な
差

異
が

な
け

れ
ば

、
他

の
要

素
で

差
異

が
あ

る
と

し
て

も
、

同
種

・
類

似
性

を
認

定
(
Ｃ

公
社

事
件

、大
法

院
 

2
0

1
2

.
1

.
2

7
 

2
0

0
9

ド
ゥ

1
3

6
2

7
)
す

る
傾

向
。

 

【
実

態
】

 

・
実

際
の

紛
争

が
な

い
た

め
不

明
。
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3
4
 

 

有
期

労
働

 
E

U
ド

イ
ツ

 
フ

ラ
ン

ス
イ

ギ
リ

ス
韓

国
ア

メ
リ

カ
 

 
・

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
と

同
様

、
こ

こ
で

も
職

務
の

同
等

性
・

類
似

性
の

判
断

に
は

、
労

働
者

間
で

の
交

換
可

能
性

が
基

準
。

 

・
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
者

と
同

様
。

 
・

実
務

上
、

社
内

の
資

格
等

級
や

ジ
ョ

ブ
バ

ン
ド

を
参

考
に

、
資

格
、

技
能

、
経

験
、

権
限

な
ど

を
考

慮
。

 

・
比

較
対

象
者

が
選

定
で

き
な

い
場

合
に

は
救

済
さ

れ
ず

。例
外

は
、性

差
別

や
人

種
差

別
を

禁
じ

る
2

0
1

0
年

平
等

法
が

適
用

可
能

な
場

合
。

 

 

・
①

業
務

の
内

容
及

び
種

類
、

②
当

該
業

務
の

遂
行

方
法

、
③

作
業

の
条

件
、

④
業

務
の

難
易

度
・

権
限

、
⑤

相
互

代
替

可
能

性
な

ど
を

総
合

的
に

考
慮

し
て

判
断

。
 

 

 
・

不
利

益
取

扱
い

の
禁

止
は

「
客

観
的

な
根

拠
に

よ
っ

て
正

当
化

さ
れ

な
い

限
り

」
で

あ
り

、
客

観
的

な
根

拠
が

あ
れ

ば
不

利
益

取
扱

い
は

禁
止

さ
れ

な
い

。
有

期
労

働
指

令
に

つ
き

客
観

的
な

根
拠

を
具

体
的

に
示

し
た

欧
州

司
法

裁
判

所
の

判
例

と
し

て
は

、「
雇

用
関

係
の

一
時

的
性

質
」

が
客

観
的

根
拠

と
な

ら
な

い
と

し
た

判
決

（
G

a
v

i
e

i
r

o

他
）、

「
採

用
の

仕
方

の
違

い
」

は
客

観
的

根
拠

と
な

ら
な

い
と

し
た

判
決
（

V
a

l

e
n

z
a
他

）
等

あ
り

。
 

・
職

務
内

容
が

同
じ

で
も

、
職

業
能

力
や

資
格

、経
験

等
が

異
な

れ
ば

、
基

本
給

に
つ

い
て

異
な

る
取

り
扱

い
を

す
る

こ
と

は
、

客
観

的
理

由
が

あ
る

と
解

さ
れ

る
。

 

・
有

期
雇

用
は

、
(
例

え
ば

将
来

の
勤

続
奨

励
を

目
的

と
し

た
賞

与
の

よ
う

に
)
給

付
の

性
質

に
よ

っ
て

、雇
用

期
間

の
短

さ
が

、
異

な
る

取
り

扱
い

を
合

理
的

と
す

る
場

合
あ

り
。

 

【
同

一
労

働
同

一
賃

金
原

則
】

 

・
同

一
労

働
を

行
う

労
働

者
間

の
賃

金
格

差
は

、
客

観
的

か
つ

正
当

で
、

検
証

可
能

な
理

由
に

よ
ら

な
け

れ
ば

正
当

化
さ

れ
な

い
。

 

・
客

観
的

正
当

化
事

由
は

、
最

終
的

に
は

裁
判

所（
審

判
所

）の
み

が
判

断
で

き
る

問
題

。ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

な
ど

で
示

さ
れ

る
の

は
あ

く
ま

で
例

示
で

あ
っ

て
、

審
判

所
を

拘
束

せ
ず

。
 

・「
総

体
と

し
て

」
み

た
場

合
に

不
利

益
で

な
け

れ
ば

使
用

者
の

抗
弁

成
立

を
認

め
る「

総
体

的
ア

プ
ロ

ー
チ

」
を

採
用

。
 

・
客

観
的

経
済

的
価

値
が

担
保

さ
れ

る
範

囲
で

の
異

別
取

扱
い

を
許

容
す

る
ア

プ
ロ

ー
チ

を
と

っ
て

い
る

た
め

、個
別

の
状

況
に

依
拠

。
 

・
合

理
的

な
理

由
が

あ
れ

ば
格

差
は

正
当

化
さ

れ
る

。「
恣

意
的

で
は

な
い

こ
と

」
と

し
て

理
解

す
る

の
が

一
般

的
な

見
解

。
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3
5
 

 

有
期

労
働

 
E

U
ド

イ
ツ

 
フ

ラ
ン

ス
イ

ギ
リ

ス
韓

国
ア

メ
リ

カ
 

 

【
実

態
】

 

・
労

働
協

約
に

よ
っ

て
、

不
利

益
取

扱
い

禁
止

規
制

か
ら

逸
脱

は
で

き
な

い
た

め
、

労
働

協
約

の
中

で
、

異
な

る
取

り
扱

い
が

行
わ

れ
た

と
し

て
も

、
協

約
自

体
が

、
当

該
異

別
取

扱
い

を
正

当
化

す
る

合
理

的
理

由
と

は
な

ら
な

い
。

 

【
実

態
】

 

・
勤

続
期

間
、

労
働

の
質

、
職

業
資

格
等

に
よ

り
、

差
異

が
正

当
化

さ
れ

る
と

の
判

例
あ

り
。

 

・
客

観
的

で
検

証
可

能
で

あ
る

こ
と

が
要

求
さ

れ
、正

当
化

に
は

、単
に「

勤
続

期
間

に
差

が
あ

る
」、

「
労

働
の

質
に

差
が

あ
る

」
な

ど
抽

象
的

に
主

張
す

る
の

み
で

は
足

り
ず

、
当

該
差

異
が

ど
の

よ
う

に
賃

金
差

に
反

映
し

て
い

る
の

か
と

い
う

客
観

的
な

説
明

が
要

求
さ

れ
る

。
 

・
同

一
労

働
同

一
賃

金
原

則
に

つ
き

、
（

有
期

・
派

遣
と

無
期

雇
用

と
の

間
の

問
題

で
は

な
い

が
）

労
働

協
約

に
よ

る
正

当
化

の
可

否
に

つ
い

て
議

論
あ

り
。
破

毀
院

は
、

2
0

0
9
年

に
労

働
協

約
は

同
一

労
働

同
一

賃
金

原
則

を
免

れ
る

こ
と

が
で

き
な

い
旨

を
判

示
し

て
い

た
。

し
か

し
、

破
毀

院
社

会
部

2
0

1
5

年
1

月
2

7
日

判
決

で
、

C
a

d
r
e
（

上
級

管
理

職
）

と
そ

れ
以

外
の

労
働

者
の

退
職

手
当

の
違

い
に

関
し

て
、「

客
観

的
で

適
切

で
あ

る
こ

と
」
の

立
証

に
つ

き
、（

使
用

者
側

が
提

出
す

る
と

し
て

い
た

従
来

の
解

釈
を

変
更

し
）、

労
働

者
側

が
職

種
階

層
の

違
い

に
よ

る
手

当
の

差
が

客
観

的
か

つ
適

切
で

な
い

こ
と

を
立

証
す

る
べ

き
旨

を
判

示
。

同
判

決
は

、
労

使
当

事
者

が
締

結
す

る
（

産
業

別
及

び
企

業
別

）
労

働
協

約
は

、
一

般
的

に
正

当
性

を
持

つ
こ

と
を

認
め

、
そ

れ
が

例
外

的
に

不
当

で
あ

る
こ

と
に

つ
い

て
、

労
働

者
が

立
証

責
任

を
負

う
と

解
釈

を
す

る
余

地
が

生
ま

れ
、

議
論

に
。

も
っ

と
も

、
金

属
産

業
の

使
用

者
団

体
に

よ
れ

ば
、

こ
の

争
点

に

【
実

態
】

 

・
有

期
規

則
は

正
当

化
事

由
に

関
し

て
総

体
的

ア
プ

ロ
ー

チ
を

採
用

し
て

い
る

た
め

、そ
の

正
当

化
事

由
判

断
は

複
雑

と
な

り
、

個
別

の
状

況
に

依
拠

。

【
実

態
】

 

・
業

務
の

範
囲

・
強

度
、

業
務

の
権

限
・

責
任

、
採

用
条

件
・

基
準

等
の

差
異

は
合

理
的

理
由

と
な

り
得

る
。

 

・
労

働
協

約
自

身
が

正
規

と
非

正
規

に
差

別
的

処
遇

を
定

め
る

こ
と

は
強

行
法

規
違

反
と

な
り

許
さ

れ
な

い
が

、
協

約
の

適
用

範
囲

が
正

規
労

働
者

の
み

で
、

非
正

規
が

当
該

協
約

の
適

用
を

受
け

な
い

結
果

不
利

益
と

な
っ

て
も

、
合

理
的

理
由

が
あ

り
と

さ
れ

る
。

 

・
短

期
雇

用
と

い
う

特
性

に
よ

る
相

違
は

不
利

益
処

遇
の

合
理

的
理

由
と

な
る

（
長

期
勤

続
者

へ
の

特
別

支
給

金
、

無
期

契
約

労
働

者
へ

福
利

厚
生

制
度

と
し

て
支

給
さ

れ
る

子
女

学
資

金
等

）。
 

・
長

期
勤

続
誘

導
目

的
の

な
い

実
費

弁
償

的
な

昼
食

代
・

交
通

代
の

格
差

は
合

理
的

理
由

な
し

。

【
実

態
】

 

・
実

際
の

差
別

事
案

が
な

い
た

め
不

明
。
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3
6
 

 

有
期

労
働

 
E

U
ド

イ
ツ

 
フ

ラ
ン

ス
イ

ギ
リ

ス
韓

国
ア

メ
リ

カ
は

な
お

も
多

く
の

訴
訟

が
係

属
し

て
お

り
、

こ
の

破
毀

院
判

決
で

法
解

釈
が

安
定

す
る

と
は

限
ら

な
い

。
 

 
 

 
 

 
 

 

 
・

性
別

、
人

種
等

の
人

権
保

障
型

差
別

禁
止

法
制

は
、

立
証

責
任

を
使

用
者

側
に

転
換

す
る

規
定

が
あ

る
が

、
有

期
労

働
指

令
に

は
存

在
せ

ず
。

・
労

働
者

側
は

、
異

別
取

扱
い

が
あ

る
こ

と
、

及
び

比
較

対
象

労
働

者
と

の
比

較
可

能
性

が
あ

る
こ

と
の

2
点

に
つ

い
て

立
証

責
任

を
負

い
、

使
用

者
側

は
、

当
該

異
別

取
扱

い
が

客
観

的
事

由
に

よ
っ

て
正

当
化

さ
れ

る
こ

と
に

つ
い

て
立

証
責

任
を

負
う

。
 

・
労

働
者

側
は

、「
同

一
労

働
同

一
賃

金
原

則
違

反
を

基
礎

づ
け

る
こ

と
が

で
き

る
要

素
、

具
体

的
に

は
、

問
題

と
な

る
処

遇
に

関
し

て
同

一
の

状
況

に
あ

る
同

僚
と

の
格

差
の

存
在

を
立

証
す

る
必

要
が

あ
る

。
こ

れ
に

対
し

、
使

用
者

側
は

、
問

題
と

さ
れ

る
賃

金
等

の
格

差
を

正
当

化
す

る
客

観
的

な
要

素
を

立
証

す
る

必
要

あ
り

。
 

・
不

利
益

取
扱

い
の

存
在

に
つ

い
て

は
就

業
者

が
負

い
、そ

の
正

当
化

根
拠

に
つ

い
て

は
使

用
者

が
負

う
。

 

・
労

働
者

は
差

別
的

処
遇

の
内

容
を

具
体

的
に

明
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

、
差

別
的

処
遇

の
判

断
に

関
わ

る
情

報
は

主
に

使
用

者
が

有
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

立
証

責
任

の
転

換
に

よ
っ

て
、

差
別

的
処

遇
禁

止
に

関
連

し
た

紛
争

に
関

す
る

立
証

責
任

は
使

用
者

が
負

う
と

規
定

さ
れ

て
い

る
(
期

間
制

法
第

9
条

)
。

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
・

加
盟

各
国

の
法

令
に

よ
り

各
国

で
施

行
さ

れ
る

の
が

基
本

。
各

国
の

裁
判

所
に

提
訴

さ
れ

た
事

案
に

は
、

そ
の

最
高

裁
判

所
か

ら
の

附
託

に
よ

り
、E

U
司

法
裁

判
所

が
E

U
法

上
の

解
釈

に
つ

き
判

断
。

 

・
労

働
裁

判
所

へ
の

提
訴

。
 

・
事

業
所

委
員

会
へ

の
苦

情
申

し
立

て
。

 

・
労

働
者

本
人

あ
る

い
は

労
働

者
に

委
任

さ
れ

た
組

合
が

、
労

働
裁

判
所

に
対

し
て

訴
訟

を
提

起
。

 

・
均

等
待

遇
を

含
む

有
期

雇
用

及
び

派
遣

労
働

の
規

制
違

反
は

、
労

働
監

督
官

が
取

締
り

を
行

う
こ

と
が

あ
り

、
違

法
と

認
定

さ
れ

た
使

用
者

は
、

罰
金

3
,
7

5
0
ユ

ー
ロ

ま
た

は
6
カ

月
以

内
の

禁
固

刑
に

課
せ

ら
れ

る
。

 

・
規

則
違

反
行

為
か

ら
3

カ
月

以
内

に
雇

用
審

判
所

に
申

し
立

て
。

 

・
そ

の
他

の
救

済
ル

ー
ト

と
し

て
、助

言
仲

裁
斡

旋
局

（
A

C
A

S
）、

労
働

組
合

の
ヘ

ル
プ

ラ
イ

ン
、市

民
助

言
局

、社
内

の
苦

情
処

理
手

続
等

。
 

 

・
行

政
委

員
会

た
る

労
働

委
員

会
が

主
た

る
救

済
機

関
（

申
し

立
て

は
差

別
的

処
遇

の
6
ヶ

月
以

内
）。

民
事

訴
訟

（
賃

金
請

求
、

不
法

行
為

に
よ

る
損

害
賠

償
請

求
）

も
利

用
可

能
。

 

・
雇

用
労

働
部

に
よ

る
差

別
是

正
命

令
、

も
し

く
は

労
働

委
員

会
へ

の
通

報
。

 

 

 

 

【
実

態
】

 

・
有

期
契

約
労

働
に

か
か

る
異

別
取

り
扱

い
が

提
訴

に
い

た
る

例
は

少
な

い
。

 

・
労

働
裁

判
所

は
、

訴
訟

費
用

が
安

価
で

、
労

働
者

の
多

く
は

、
権

利
保

護
保

険
に

加
入

し
て

い
る

た
め

、
訴

訟
費

用
（

裁
判

所
手

数
料

【
実

態
】

 

・
無

期
雇

用
と

有
期

雇
用

の
均

等
待

遇
に

関
す

る
紛

争
は

少
な

く
、

勤
続

年
数

の
違

い
に

よ
る

異
別

取
扱

い
を

認
め

て
い

る
た

め
、

無
期

雇
用

の
代

替
労

働
者

が
、

同
一

賃
金

を
求

め
た

訴
訟

で
は

、
労

働
者

の
殆

ど
が

敗
訴

。
・

有
期

雇
用

及
び

派
遣

労
働

者
の

契
約

【
実

態
】

 

・
審

判
所

の
負

担
軽

減
の

た
め

、
審

理
に

入
る

前
に

、
独

立
機

関
で

あ
る

助
言

仲
裁

斡
旋

局
に

よ
る

早
期

あ
っ

せ
ん

が
法

的
に

要
求

さ
れ

る
。

多
く

は
、

こ
の

段
階

で
和

解
に

よ

【
実

態
】

 

・
労

働
委

員
会

に
よ

る
救

済
は

是
正

命
令

が
終

局
的

救
済

と
し

て
機

能
せ

ず
、

裁
判

所
に

よ
る

救
済

は
、

救
済

の
た

め
の

コ
ス

ト
が

か
か

る
た

め
に

、
非

正
規

労
働

者
の

保
護

に
不

十
分

。
従

っ
て

、
労

働
委

員
会

に
お

け
る

【
実

態
】

 

・
具

体
的

事
案

が
な

い
た

め
不

明
。
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3
7
 

 

有
期

労
働

 
E

U
ド

イ
ツ

 
フ

ラ
ン

ス
イ

ギ
リ

ス
韓

国
ア

メ
リ

カ
や

弁
護

士
費

用
）

は
、

保
険

に
よ

っ
て

カ
バ

ー
さ

れ
る

等
の

事
情

か
ら

、
提

訴
の

ハ
ー

ド
ル

は
高

く
な

い
。

 

・
労

働
裁

判
所

は
和

解
前

置
主

義
。

ま
ず

は
裁

判
官

の
面

前
で

の
和

解
手

続
が

行
わ

れ
、

解
決

に
至

ら
な

か
っ

た
場

合
、

初
め

て
判

決
手

続
へ

移
行

す
る

。
和

解
手

続
き

に
よ

っ
て

解
決

に
い

た
る

ケ
ー

ス
も

往
々

に
見

ら
れ

る
。

 

期
間

が
非

常
に

短
く

（
日

雇
い

、
1

週
間

以
下

、
1

カ
月

以
下

の
契

約
が

非
常

に
多

い
）、

無
期

雇
用

と
の

不
平

等
感

を
抱

く
余

地
が

少
な

い
。

 

っ
て

解
決

。
 

・
申

し
立

て
の

有
料

化
な

ど
も

含
め

、雇
用

審
判

所
で

の
手

続
は

、当
事

者
双

方
に

と
っ

て
メ

リ
ッ

ト
が

な
い

と
捉

え
ら

れ
て

い
る

の
が

実
情

。
 

調
停

・
仲

裁
を

通
し

た
解

決
が

模
索

さ
れ

て
い

る
。

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

・
T

z
B

f
G

が
1

8
条

で
無

期
雇

用
の

ポ
ス

ト
に

関
す

る
情

報
提

供
義

務
を

定
め

る
と

と
も

に
、1

4
条

及
び

1
6

条
が

一
種

の
無

期
転

換
規

制
に

。
そ

の
た

め
有

期
雇

用
は

、
無

期
雇

用
移

行
へ

の
踏

み
石

（
s
t
e

p
p

i
n

g
-
s
t
o

n
e
）

と
し

て
機

能
し

て
い

る
実

態
あ

り
。

若
年

者
は

、
有

期
契

約
労

働
の

間
は

低
賃

金
労

働
・

低
処

遇
の

場
合

が
あ

る
が

、
そ

の
後

に
無

期
雇

用
へ

と
転

換
す

る
可

能
性

が
あ

る
た

め
、

か
か

る
低

賃
金

・
低

処
遇

は
一

時
的

な
問

題
と

捉
え

る
見

方
あ

り
。

 

・
労

働
監

督
官

に
よ

る
統

制
は

、
有

期
雇

用
や

派
遣

労
働

の
利

用
事

由
に

つ
い

て
の

法
違

反
に

か
か

る
ケ

ー
ス

が
ほ

と
ん

ど
。

均
等

待
遇

に
つ

い
て

は
紛

争
そ

の
も

の
が

少
な

い
た

め
、

労
働

監
督

官
に

よ
る

均
等

待
遇

に
関

す
る

監
督

実
態

は
不

明
。

 

・
有

期
雇

用
の

締
結

に
は

客
観

的
事

由
の

存
在

が
必

要
で

、
原

則
と

し
て

1

年
6
ヶ

月
を

超
え

る
場

合
に

は
無

期
転

換
が

必
要

と
な

る
な

ど
、

有
期

契
約

の
利

用
自

体
を

制
限

し
、

例
外

的
に

利
用

す
る

場
合

に
も

無
期

転
換

へ
と

誘
導

し
て

い
る

。
 

 

・
平

等
法

の
間

接
差

別
の

事
例

も
含

め
、裁

判
例

は
ほ

と
ん

ど
な

い
。

 

・
有

期
契

約
を

含
め

て
、非

正
規

雇
用

の
活

用
を

失
業

状
態
か
ら
標
準
的
雇
用
に
至
る

踏
み
石（

s
t
e
p
p
i
n

g
-
s
t
o
n

e
）

た
る

機
能

を
営

む
と

し
て

肯
定

的
に

捉
え

る
立

場
も

あ
る

。
 

・
労

働
委

員
会

に
よ

る
格

差
是

正
の

救
済

手
続

は
導

入
後

1
0

年
経

つ
が

、
当

初
予

想
よ

り
申

し
立

て
件

数
が

少
な

い
な

ど
の

問
題

。2
0

1
4
年

改
正

で「
確

定
し

た
是

正
命

令
の

効
力

の
拡

張
」

と
「

懲
罰

的
損

害
賠

償
制

度
」

を
新

た
に

導
入

。
 

・
労
働
委
員
会
に
お
け
る
差
別
認
定
率

は
、
平
均

7
.7
％
と
低
水
準
。

 

・
雇
用
労
働
部
も
、

2
0
1
2
年
か
ら
、

非
正

規
労

働
者

に
対

す
る

差
別

是
正

業
務

を
一

部
担

当
す

る
よ

う
に

な
っ

た
が

、
差

別
是

正
の

行
政

指
導

、
労

働
委

員
会

へ
の

通
報

と
い

う
限

ら
れ

た
機

能
。

 

・
有

期
契

約
は

2
年

超
で

無
期

転
換

が
必

要
と

な
り

、
無

期
契

約
化

を
通

じ
た

処
遇

改
善

策
が

用
意

さ
れ

て
い

る
。

し
か

し
効

果
は

限
定

的
と

さ
れ

る
。

 

・
非

正
規

雇
用

に
つ

い
て

の
格

差
是

正
規

制
は

存
在

し
な

い
と

こ
ろ

、
活

発
な

労
働

市
場

を
通

じ
た

転
職

が
、

1
つ

の
格

差
解

消
策

と
の

位
置

づ
け

。
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3
8
 

  

派
遣

労
働

 

 
E

U
 

ド
イ

ツ
 

フ
ラ

ン
ス

 
イ

ギ
リ

ス
 

韓
国

 
ア

メ
リ

カ
 

 
・

2
0

0
8
年

E
U

派
遣

労
働

指
令

。
・

労
働
者
派
遣
法
（

A
Ü

G
）。

・
基

本
的

労
働

条
件
（

労
働

時
間
（

長
さ

、
休

息
時

間
、

深
夜

労
働

、
休

暇
休

日
）、

労
働

賃
金

（
賞

与
、現

物
給

付
を

含
む

）、
妊

産
婦

・
児

童
・
若

年
者

労
働

の
際

の
労

働
条

件
及

び
各

種
差

別
禁

止
措

置
）に

つ
い

て
、比

較
可

能
な

派
遣

先
労

働
者

と
の

均
等

待
遇

が
行

わ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

（
均

等
待

遇
原

則
）。

・
但

し
、

労
働

協
約

（
及

び
そ

の
援

用
）に

よ
っ

て
、均

等
待

遇
原

則
か

ら
逸

脱
す

る
こ

と
が

可
能

。
 

・
派

遣
先

で
の

共
同

施
設

利
用
（

託
児

所
、

社
員

食
等

、
交

通
手

段
等

）
に

つ
い

て
は

、客
観

的
事

由
に

よ
り

正
当

化
さ

れ
な

い
か

ぎ
り

、派
遣

労
働

者
に

派
遣

先
労

働
者

と
同

一
条

件
で

利
用

を
認

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

・
判

例
法

理
に

よ
る

（
一

般
論

と
し

て
の

）
同

一
労

働
同

一
賃

金
原

則
。

 

・
労

働
法

典
L

.
1

2
5

1
-
1

8
条

～
L

.
1

2
5

1
-
2

4

条
で

、
平

等
取

扱
い

原
則

。
 

・
派

遣
労

働
者

の
報

酬
は

、
派

遣
先

企
業

に
お

い
て

同
等

の
格

付
け

で
同

じ
職

務
に

就
く

無
期

雇
用

が
試

用
期

間
満

了
後

に
受

け
取

る
報

酬
と

同
額

以
上

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
（

L
.
1
2

5
1

-
1

8
条

1
項

）。
・

派
遣

先
企

業
の

労
働

者
に

祝
日

手
当

が
支

給
さ

れ
る

場
合

、
派

遣
労

働
者

に
も

支
払

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
（

L
.
1

2
5

1
-
1

8
条

2
項

）。
 

・
派

遣
労

働
者

は
、

派
遣

先
企

業
の

労
働

者
と

同
一

の
条

件
で

、
施

設
等

の
利

用
の

権
利

あ
り

（
具

体
的

に
は

、
交

通
手

段
、

食
堂

利
用

、
レ

ス
ト

ラ
ン

チ
ケ

ッ
ト

の
支

給
、
シ

ャ
ワ

ー
室

、
更

衣
室

の
利

用
）（

L
.
1

2
5

1
-
2

4
条

）。

・
2

0
1

0
年

派
遣

就
業

者
（

不
利

益
取

扱
い

禁
止

）
規

則
。

 

・
派

遣
就

業
者

の
均

等
待

遇
規

制
は

二
層

構
造

と
な

っ
て

お
り

、
(
1

)
派

遣
初

日
か

ら
認

め
ら

れ
る

集
団

的
福

利
厚

生
施

設
の

利
用

お
よ

び
派

遣
先

の
求

人
情

報
に

つ
い

て
の

均
等

待
遇

と
、

(
2

)
勤

続
1

2
週

経
過

後
、

派
遣

先
に

直
接

雇
用

さ
れ

た
場

合
に

認
め

ら
れ

る
基

本
的

労
働

条
件

と
の

均
等

条
件

。
 

・
(
2

)
の

基
本

的
労

働
条

件
と

は
、

就
業

者
集

団
一

般
に

適
用

さ
れ

る
も

の
で

あ
る

必
要

。
 

・
(
2

)
の

勤
続

1
2

週
間

の
判

断
に

あ
た

っ
て

同
一

派
遣

先
で

同
一

の
役

割
を

継
続

す
る

こ
と

が
要

件
。同

一
役

割
か

が
問

題
と

な
る

ほ
か

、途
中

に
6

週
間

以
上

の
中

断
が

あ
る

と
勤

続
は

リ
セ

ッ
ト

さ
れ

る
。

 

・
オ

プ
ト

ア
ウ

ト
：

(
2

)
の

基
本

的
労

働
条

件
と

の
均

等
条

件
に

つ
い

て
は

、
派

遣
元

と
無

期
契

約
を

締
結

し
、中

断
期

間
に

契
約

時
の

半
額

以
上

の
賃

金
と

週
1

時
間

以
上

の
労

働
が

保
障

さ
れ

て
い

る
労

働
者

に
つ

い
て

は
、賃

金
に

関
す

る
均

等
条

件
の

権
利

は
生

ぜ
ず（

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

式
適

用
除

外
）。

 

・
派

遣
勤

労
者

保
護

等
に

関
す

る
法

律
(
派

遣
法

)
。

 

・
差

別
禁

止
領

域
は

、
賃

金
、

賞
与

金
、

経
営

成
果

金
、
そ

の
他

の
福

利
厚

生
な

ど
に

関
す

る
事

項
。

 

・
実

際
に

提
供

さ
れ

た
労

働
に

応
じ

て
支

給
さ

れ
る

給
付

（
延

長
・

夜
間

・
休

日
労

働
手

当
な

ど
）
は

比
較

の
カ

テ
ゴ

リ
ー

か
ら

除
外

。
 

・
派

遣
労

働
者

を
直

接
の

対
象

と
し

た
格

差
是

正
規

制
は

な
い

。
 

 

 

 

【
実

態
】

 

・
均

等
待

遇
原

則
か

ら
逸

脱
す

る
た

め
に

、
産

業
別

労
働

組
合

と
派

遣
元

使
用

者
団

体
と

の
間

で
派

遣
労

働
者

の
労

働
条

件
を

網
羅

的

【
実

態
】

 

・
紛

争
そ

の
も

の
が

少
な

い
た

め
、

ど
の

よ
う

な
格

差
が

特
に

問
題

と
な

る
か

と
の

評
価

は
不

能
。

 

【
実

態
】

 

・
(
1

)
派

遣
初

日
か

ら
の

均
等

待
遇

に
つ

い
て

は
、駐

車
場

等
に

関
し

て
問

題
が

生
じ

る
場

合
が

あ
る

。
 

・
派

遣
就

業
者

の
約

半
数

は
②

の
勤

続
1

2
週

未
満

の
契

約
で

あ
り

、
均

等
条

件
の

対
象

と
な

ら
な

い
。

 

【
実

態
】

 

 

【
実

態
】

 

・
実

態
と

し
て

非
正

規
の

処
遇

格
差

は
観

察
し

う
る

。
 

・
し

か
し

、
非

正
規

の
処

遇
格

差
を

是
正

す
る

規
制

が
な

く
、

間
接

的
な

事
例

と
し

て
も

非
正

規
の

地
位

を
理

由
と

し
た

紛
争

が
な

い
た

格差是正規制
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3
9
 

 

派
遣

労
働

 

 
E

U
 

ド
イ

ツ
 

フ
ラ

ン
ス

 
イ

ギ
リ

ス
 

韓
国

 
ア

メ
リ

カ
 

に
定

め
る

労
働

協
約

（
派

遣
協

約
）が

締
結

さ
れ

て
お

り
、派

遣
労

働
者

の
約

9
0

%
を

カ
バ

ー
。そ

こ
で

定
め

ら
れ

て
い

る
賃

金
水

準
は

、
か

な
り

低
い

。
そ

の
た

め
、現

在
で

も
派

遣
労

働
者

と
派

遣
先

の
労

働
者

と
の

賃
金

は
平

均
4

3
%
も

の
格

差
あ

り
。

 

・
派

遣
労

働
者

は
、
直

前
ま

で
失

業
者

で
あ

っ
た

者
、若

年
者

の
よ

う
に

高
い

職
業

能
力

や
資

格
を

持
た

な
い

者
が

多
く

、協
約

上
の

格
付

け
自

体
が

低
位

に
あ

る
者

が
多

い
と

い
う

事
情

。
 

・
他

方
、

I
T

や
医

療
関

係
で

働
く

約
3
分

の
1
の

高
技

能
就

業
者

は
、比

較
対

象
者

よ
り

高
い

賃
金

を
得

て
い

る
た

め
、そ

も
そ

も
問

題
と

な
ら

な
い

。
 

 

め
、

何
が

法
的

に
問

題
と

な
る

格
差

で
あ

る
か

は
不

明
。

 

・
代

替
的

就
業

形
態

で
は

、
派

遣
就

業
が

低
賃

金
。

 

・
代

替
的

就
業

形
態

に
対

す
る

ベ
ネ

フ
ィ

ッ
ト

提
供

率
は

、
全

体
的

に
伝

統
的

就
業

形
態

よ
り

も
低

い
が

、
特

に
派

遣
に

対
す

る
健

康
保

険
、

独
立

契
約

者
と

派
遣

に
対

す
る

年
金

の
提

供
率

が
相

当
に

低
い

。
 

・
派

遣
に

対
す

る
就

業
保

障
期

間
は

他
の

類
型

の
就

業
者

と
比

べ
て

か
な

り
短

く
、

派
遣

は
ま

さ
に

テ
ン

ポ
ラ

リ
ー

。
 

 
 

 
 

 
 

 

 
・

仮
想

比
較

対
象

者
（

利
用

者
企

業
へ

の
派

遣
の

期
間

中
、

同
一

職
務

に
利

用
者

企
業

に
よ

っ
て

直
接

採
用

さ
れ

て
い

れ
ば

適
用

さ
れ

た
者

）。
 

・
派

遣
先

事
業

所
に

お
け

る
比

較
可

能
な

労
働

者
。

 

・
有

期
・

派
遣

・
パ

ー
ト

の
均

等
待

遇
原

則
を

定
め

る
法

律
上

の
規

定
で

は
、

同
一

の
格

付
け

活
動

等
の

職
務

に
従

事
す

る
者

。
 

・
但

し
、

判
例

法
理

の
同

一
労

働
同

一
賃

金
原

則
に

お
い

て
は

、
比

較
対

象
者

と
の

「
労

働
の

同
一

性
」

は
厳

格
に

考
え

ら
れ

て
い

な
い

。
 

・
(
1

)
派

遣
初

日
か

ら
の

均
等

待
遇

に
関

す
る「

比
較

対
象

就
業

者
」の

要
件

は
、①

双
方

が
派

遣
先

会
社

の
指

揮
監

督
の

下
に

就
労

し
、②

同
一

ま
た

は
類

似
労

働
に

従
事

し
、③

同
一

事
業

所
で

就
労

し
て

い
る

こ
と

、の
3
つ

。
 

・
(
2

)
勤

続
1

2
週

経
過

後
の

均
等

条
件

に
つ

い
て

は
、派

遣
先

に
同

じ
職

務
の

た
め

に
直

接
採

用
さ

れ
た

と
し

た
場

合
に

認
め

ら
れ

る
基

本
的

就
業
（

労
働

）
条

件
が

認
め

ら
れ

、
仮

想
比

較
対

象
者

の
設

定
が

認
め

ら
れ

る
。実

在
す

る
比

較
対

象
労

働
者

と
同

じ
労

働
条

件
で

あ
れ

ば
、「

仮

・
派

遣
先

の
事

業
内

で
同

種
又

は
類

似
し

た
業

務
を

遂
行

す
る

労
働

者
。

 

・
比

較
対

象
労

働
者

は
、

原
則

的
に

使
用

者
に

よ
る

差
別

的
処

遇
の

あ
っ

た
時

期
に

存
在

し
て

い
る

こ
と

必
要

。
差

別
是

正
審

理
の

時
点

で
、
退

職
ま

た
は

組
織

改
編

、
人

事
異

動
、

雇
用

終
了

な
ど

に
よ

っ
て

、
比

較
対

象
労

働
者

が
い

な
い

と
し

て
も

、
差

別
的

処
遇

が
あ
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4
0
 

 

派
遣

労
働

 

 
E

U
 

ド
イ

ツ
 

フ
ラ

ン
ス

 
イ

ギ
リ

ス
 

韓
国

 
ア

メ
リ

カ
 

に
直

接
雇

用
さ

れ
た

場
合

」と
い

っ
た

仮
定

の
条

件
を

考
慮

し
な

く
と

も
よ

い
と

さ
れ

、使
用

者
が

ダ
ミ

ー
比

較
対

象
者

を
設

定
す

る
イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

と
も

な
る

。
 

・
雇

用
が

終
了

し
た

者
は

、比
較

対
象

者
と

は
で

き
な

く
な

る
。

 

c
.
f
.
 
平

等
法

は
過

去
に

存
在

し
た

者
を

比
較

対
象

者
と

し
う

る
。

 

っ
た

当
時

に
存

在
し

て
い

れ
ば

可
。

 

 

 

【
実

態
】

 

・
派

遣
労

働
者

は
、
大

多
数

が
均

等
待

遇
原

則
か

ら
の

逸
脱

を
許

容
す

る
派

遣
協

約
に

よ
っ

て
カ

バ
ー

さ
れ

て
い

る
た

め
、
そ

も
そ

も
均

等
待

遇
原

則
に

従
っ

て
労

働
条

件
が

決
定

さ
れ

る
こ

と
は

稀
。

【
実

態
】

 

・
判

例
法

理
の

同
一

労
働

同
一

賃
金

原
則

が
用

い
ら

れ
る

場
合

は
、

比
較

対
象

者
と

の
労

働
の

同
一

性
は

そ
れ

ほ
ど

考
慮

さ
れ

ず
、

端
的

に
、

問
題

と
な

っ
た

賃
金

等
の

差
異

が
合

理
的

に
説

明
で

き
る

も
の

で
あ

る
か

否
か

が
検

討
さ

れ
る

傾
向

。
 

 

【
実

態
】

 

・
派

遣
就

業
者

の
均

等
待

遇
に

つ
い

て
、判

断
基

準
を

示
し

た
裁

判
例

は
全

く
な

い
。

 

【
実

態
】

 

・
有

期
労

働
参

照
。

 

 

【
実

態
】

 

・
実

際
の

紛
争

が
な

い
た

め
不

明
。

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

・
同

様
の

作
業

指
示

や
負

担
を

伴
う

、
機

能
的

に
交

換
可

能
な

労
働

者
。

・
パ

ー
ト

と
同

じ
。

 
・

実
務

上
は

、
社

内
の

資
格

等
級

や
ジ

ョ
ブ

バ
ン

ド
を

参
考

に
、資

格
、技

能
、

経
験

、
権

限
な

ど
を

考
慮

。
・

比
較

対
象

者
が

選
定

で
き

な
い

場
合

に
は

、
性

差
別

等
を

禁
じ

る
2

0
1

0

年
平

等
法

が
唯

一
の

救
済

方
法

。

・
①

業
務

の
内

容
及

び
種

類
、
②

当
該

業
務

の
遂

行
方

法
、
③

作
業

の
条

件
、

④
業

務
の

難
易

度
・

権
限

、
⑤

相
互

代
替

可
能

性
な

ど
を

総
合

的
に

考
慮

し
て

判
断

。
 

・
同

一
賃

金
法

の
場

合
、

同
一

の
技

能
、

努
力

、
責

任
を

有
し

、
同

様
の

労
働

条
件

（
物

理
的

就
業

環
境

）
下

で
行

わ
れ

る
実

質
的

に
同

一
の

労
働

で
あ

る
か

否
か

。
 

・
そ

の
他

の
差

別
禁

止
法

の
場

合
、

禁
止

事
由

に
よ

る
法

違
反

の
差

別
で

あ
る

か
否

か
が

問
題

と
な

る
た

め
、

同
一

（
価

値
）

労
働

に
つ

い
て

は
判

断
せ

ず
。
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4
1
 

 

派
遣

労
働

 

 
E

U
 

ド
イ

ツ
 

フ
ラ

ン
ス

 
イ

ギ
リ

ス
 

韓
国

 
ア

メ
リ

カ
 

 
・

賃
金

に
つ

い
て

は
、

常
用

派
遣

労
働

者
（

派
遣

の
合

間
の

期
間

も
賃

金
を

支
払

わ
れ

て
い

る
場

合
）、

労
働

協
約

で
定

め
る

場
合

、
包

括
的

な
適

用
除

外
を

容
認

。
 

・
賃

金
以

外
の

福
利

、
給

食
、

保
育

施
設

、
交

通
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
は

、
不

利
益

取
扱

い
の

禁
止

は
「

客
観

的
な

根
拠

に
よ

っ
て

正
当

化
さ

れ
な

い
限

り
」

で
あ

り
、

客
観

的
な

根
拠

が
あ

れ
ば

不
利

益
取

扱
い

は
正

当
。

派
遣

労
働

指
令

に
つ

き
客

観
的

な
根

拠
を

具
体

的
に

示
し

た
欧

州
司

法
裁

判
所

の
判

例
は

な
い

。

・
派

遣
法

は
、
労
働

協
約
に

よ
る

均
等

待
遇

原
則

か
ら

の
逸

脱（
d

e
r
o
g
a

t
i
o
n
）

を
認
め
て

お
り
、ま

た
実

際
に

も
逸

脱
を

定
め

た
派

遣
協
約

が
締
結
さ

れ
、

派
遣

労
働

者
の

大
部

分
を

カ
バ
ー

。
 

【
同

一
労

働
同

一
賃

金
原

則
】

 

・
同

一
労

働
を

行
う

労
働

者
間

の
賃

金
格

差
は

、
客

観
的

か
つ

正
当

で
、

検
証

可
能

な
理

由
に

よ
ら

な
け

れ
ば

正
当

化
さ

れ
な

い
。

 

・
(
1

)
派

遣
初

日
か

ら
の

均
等

待
遇

に
つ

い
て

は
、コ

ス
ト

が
か

か
る

こ
と

は
正

当
化

事
由

と
な

ら
ず

。保
育

施
設

が
満

員
で

あ
る

こ
と

は
正

当
化

事
由

と
な

る
が

、待
機

リ
ス

ト
に

は
平

等
に

載
せ

る
必

要
有

り
。

 

・
(
2

)
勤

続
1

2
週

経
過

後
の

均
等

条
件

に
つ

い
て

は
客

観
的

理
由

に
基

づ
く

正
当

化
規

定
な

し
。均

等
条

件
を

基
本

的
労

働
条

件
に

限
っ

て
い

る
た

め
。

 

 

・
合

理
的

な
理

由
が

あ
れ

ば
格

差
は

正
当

化
さ

れ
る

。「
恣

意
的

で
は

な
い

こ
と

」
と

し
て

理
解

す
る

の
が

一
般

的
な

見
解

。
 

・
昇

進
機

会
の

排
除

な
ど

、
不

利
な

処
遇

の
原

因
が

、「
派

遣
労

働
と

い
う

雇
用

形
態

の
属

性
に

よ
る

場
合

」
に

は
、
合

理
的

な
理

由
が

あ
る

と
解

さ
れ

る
。

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
・
性

別
、
人

種
等

の
人

権
保

障
型

差
別

禁
止

法
制

に
お

い
て

は
、立

証
責

任
を

使
用

者
側

に
転

換
す

る
規

定
が

あ
る

が
、派

遣
労

働
指

・
派

遣
労

働
者

の
大

部
分

が
均

等
待

遇
原

則
の

適
用

を
受

け
な

い
た

め
、

明
確

で
は

な
い

が
、証

明
責

任
分

配
に

関
す

る
一

般
原

則
に

よ
れ

ば
、派

遣
労

働
者

側
に

お
い

て
、比

較
可

・
労

働
者

側
は

、「
同

一
労

働
同

一
賃

金
原

則
違

反
を

基
礎

づ
け

る
こ

と
が

で
き

る
要

素
、

具
体

的
に

は
、

問
題

と
な

る
処

遇
に

関
し

て
同

一
の

状
況

に
あ

る
同

僚
と

の
格

差
の

存
在

を
立

証
す

る
必

要
が

あ
る

。
こ

れ
に

対
し

、
使

用
者

側
は

、
問

題
と

さ
れ

る
賃

金
等

の
格

差
を

正
当

化
す

る
客

観
的

な

・
不

利
益

取
扱

い
の

存
在

に
つ

い
て

は
就

業
者

が
負

い
、そ

の
正

当
化

根
拠

に
つ

い
て

は
使

用
者

が
負

う
。

 

 

・
労

働
者

は
差

別
的

処
遇

の
内

容
を

具
体

的
に

明
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

、
差

別
的

処
遇

の
判

断
に

関
わ

る
情

報
は

主
に

使
用

者
が

有
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、
立

証
責

任
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4
2
 

 

派
遣

労
働

 

 
E

U
 

ド
イ

ツ
 

フ
ラ

ン
ス

 
イ

ギ
リ

ス
 

韓
国

 
ア

メ
リ

カ
 

令
に

は
存

在
せ

ず
。

 

能
な

派
遣

先
事

業
所

の
労

働
者

に
適

用
さ

れ
て

い
る

の
よ

り
も

不
利

な
労

働
条

件
が

適
用

さ
れ

て
い

る
こ

と
に

つ
い

て
立

証
責

任
を

負
う

こ
と

に
な

ろ
う

。
 

要
素

を
立

証
す

る
必

要
あ

り
。

 
の

転
換

に
よ

っ
て

、
差

別
的

処
遇

禁
止

に
関

連
し

た
紛

争
に

関
す

る
立

証
責

任
は

使
用

者
が

負
う

と
規

定
さ

れ
て

い
る

 
(
派

遣
法

第
2

1
条

)
。

 

 
 

 
 

 
 

 

 
・

加
盟

各
国

の
法

令
に

よ
り

各
国

で
施

行
さ

れ
る

の
が

基
本

。
各

国
の

裁
判

所
に

提
訴

さ
れ

た
事

案
に

つ
い

て
は

、
そ

の
最

高
裁

判
所

か
ら

の
附

託
に

よ
り

、
E

U
司

法
裁

判
所

が
E

U
法

上
の

解
釈

に
つ

き
判

断
。

 

・
労

働
裁

判
所

へ
の

提
訴

。
 

・
事

業
所

委
員

会
へ

の
苦

情
申

し
立

て（
派

遣
労

働
者

は
派

遣
先

事
業

所
の

事
業

所
委

員
会

へ
の

苦
情

申
し

立
て

可
能

）。
 

・
労

働
者

本
人

あ
る

い
は

労
働

者
に

委
任

さ
れ

た
組

合
が

、
労

働
裁

判
所

に
対

し
て

訴
訟

を
提

起
。

 

・
派

遣
労

働
者

は
、

派
遣

先
企

業
の

従
業

員
代

表
に

訴
訟

を
代

理
し

て
も

ら
う

こ
と

が
可

能
。

 

・
規

則
違

反
行

為
か

ら
3
カ

月
以

内
に

雇
用

審
判

所
に

申
し

立
て

。
 

・
そ

の
他

の
救

済
ル

ー
ト

と
し

て
、

助
言

仲
裁

斡
旋

局
（

A
C

A
S
）、

労
働

組
合

の
ヘ

ル
プ

ラ
イ

ン
、市

民
助

言
局

、
社

内
の

苦
情

処
理

手
続

等
。

・
規

則
5
条

違
反

、
1

2
条

違
反

と
考

え
る

取
扱

い
に

つ
い

て
派

遣
先

又
は

派
遣

元
に

情
報

提
供

請
求

。
 

 

・
雇

用
労

働
部

長
官

、
労

働
委

員
会

に
よ

る
行

政
上

の
救

済
 

・
民

事
訴

訟
（

賃
金

請
求

訴
訟

、
又

は
不

法
行

為
に

よ
る

損
害

賠
償

請
求

訴
訟

）。
 

・
同

一
賃

金
法

に
つ

い
て

は
、

同
法

が
公

正
労

働
基

準
法

の
一

規
定

で
あ

る
た

め
、

被
差

別
者

本
人

ま
た

は
労

働
長

官
に

よ
る

民
事

訴
訟

。
 

・
そ

の
他

の
差

別
禁

止
法

に
つ

い
て

は
、

専
門

行
政

機
関

で
あ

る
雇

用
機

会
均

等
委

員
会（

E
E

O
C
）に

対
し

て
差

別
是

正
を

申
し

立
て

、
調

査
を

経
て

、
事

案
の

調
整

、
調

停
の

後
、

被
差

別
者

本
人

に
よ

る
民

事
訴

訟
、

あ
る

い
は

E
E

O
C

に
よ

る
民

事
訴

訟
。

 

 
 

【
実

態
】

 

・
派

遣
労

働
に

関
し

て
は

、大
部

分
が

均
等

待
遇

の
逸

脱
を

規
定

す
る

派
遣

協
約

に
よ

っ
て

カ
バ

ー
さ

れ
て

お
り

、（
逸

脱
協

約
の

効
力

自
体

が
問

題
と

な
る

場
合

を
除

く
と

）均
等

待
遇

原
則

の
適

用
を

め
ぐ

っ
て

紛
争

が
生

じ
る

こ
と

は
考

え
に

く
い

。
 

・
し

か
し

、
派

遣
先

で
の

【
実

態
】

 

・
非

正
規

雇
用

（
有

期
雇

用
及

び
派

遣
労

働
）

の
利

用
に

つ
い

て
、（

日
本

に
比

べ
て

）
極

め
て

厳
格

な
規

制
を

行
い

、
均

等
待

遇
に

つ
い

て
も

法
律

及
び

判
例

に
よ

る
ル

ー
ル

が
確

立
。

そ
の

結
果

、
非

正
規

労
働

者
と

正
規

労
働

者
の

間
の

均
等

待
遇

に
関

す
る

紛
争

は
、

極
め

て
限

定
的

。
 

・
派

遣
労

働
者

の
契

約
期

間
が

非
常

に
短

く
（

日
雇

い
、

1
週

間
以

下
、

1
カ

月
以

下
の

契
約

が
非

常
に

多
い

）、
不

平
等

感
を

抱
く

余
地

が
少

な
い

。
 

【
実

態
】

 

・
審

判
所

の
負

担
軽

減
の

た
め

、
審

理
に

入
る

前
に

、独
立

機
関

で
あ

る
助

言
仲

裁
斡

旋
局

に
よ

る
早

期
あ

っ
せ

ん
が

法
的

に
要

求
さ

れ
る

。多
く

は
、こ

の
段

階
で

和
解

に
よ

っ
て

解
決

さ
れ

る
。

 

・
申

し
立

て
の

有
料

化
な

ど
も

含
め

、
雇

用
審

判
所

で
の

手
続

は
、当

事
者

双
方

に
と

っ
て

メ
リ

ッ
ト

が
な

い
と

捉
え

ら
れ

て
い

る
の

が
実

情
。

・
派

遣
就

業
者

の
均

等
待

遇
に

つ
い

て
、判

断
基

準
を

示
し

た
裁

判
例

は
全

く
な

い
。

 

【
実

態
】

 

・
労

働
委

員
会

に
よ

る
救

済
は

是
正

命
令

が
終

局
的

救
済

と
し

て
機

能
せ

ず
、
裁

判
所

に
よ

る
救

済
は

、
救

済
の

た
め

の
コ

ス
ト

が
か

か
る

た
め

に
、
非

正
規

労
働

者
の

保
護

に
不

十
分

。
従

っ
て

、
労

働
委

員
会

に
お

け
る

調
停

・
仲

裁
を

通
し

た
解

決
が

模
索

さ
れ

て
い

る
。

 

【
実

態
】

 

・
具

体
的

事
案

が
な

い
た

め
不

明
。
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4
3
 

 

派
遣

労
働

 

 
E

U
 

ド
イ

ツ
 

フ
ラ

ン
ス

 
イ

ギ
リ

ス
 

韓
国

 
ア

メ
リ

カ
 

共
同

施
設

利
用

に
つ

い
て

の
均

等
待

遇
規

制
は

、協
約

に
よ

る
逸

脱
は

許
さ

れ
て

お
ら

ず
問

題
と

な
り

う
る

。

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

・
派

遣
法

上
は

、
派

遣
先

採
用

ポ
ス

ト
の

情
報

提
供

の
定

め
は

あ
る

が
、派

遣
先

に
対

し
て

派
遣

労
働

者
の

直
接

雇
用

を
義

務
付

け
る

規
定

は
存

在
し

な
い

。
・

し
か

し
、

派
遣

元
が

許
可

義
務

に
違

反
し

た
場

合
、派

遣
先

が
当

該
派

遣
労

働
者

を
直

接
雇

用
し

た
も

の
と

み
な

さ
れ

る
形

で
の

直
接

雇
用

化
は

あ
る

。
 

・
労

働
協

約
や

事
業

所
協

定
の

中
に

は
、一

定
の

場
合

、派
遣

先
に

対
し

て
派

遣
労

働
者

へ
の

直
接

雇
用

の
申

し
込

み
を

義
務

付
け

る
も

の
あ

り
。

 

 
・

派
遣

就
業

者
の

均
等

待
遇

に
つ

い
て

は
、①

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

式
適

用
除

外
に

よ
り

均
等

待
遇

不
適

用
、②

未
組

織
労

働
者

の
場

合
、使

用
者

の
ブ

ラ
ッ

ク
リ

ス
ト

に
載

る
こ

と
を

恐
れ

て
提

訴
し

な
い

、③
雇

用
審

判
所

申
し

立
て

有
料

化
の

影
響

等
で

、実
効

性
に

欠
け

る
問

題
。

 

・
派

遣
労

働
者

が
派

遣
先

の
直

用
労

働
者

と
主

張
す

る
ケ

ー
ス

が
あ

る
。

・
非

正
規

雇
用

の
活

用
を

失
業

状
態

か
ら

標
準

的
雇

用
に

至
る

踏
み

石
（

s
t
e

p
p

i
n

g
-
s
t
o

n
e
）た

る
機

能
を

営
む

と
し

て
肯

定
的

に
捉

え
る

立
場

も
あ

る
。も

っ
と

も
派

遣
に

つ
い

て
は

そ
の

機
能

は
限

定
的

と
の

評
価

も
あ

る
。

 

・
有

期
労

働
参

照
。

 

 

・
派

遣
就

業
に

つ
い

て
は

、
概

ね
3

割
程

度
が

正
規

雇
用

へ
の

移
行

を
通

じ
て

格
差

が
是

正
さ

れ
て

い
る

と
考

え
ら

れ
て

い
る

。
個

別
企

業
の

事
例

で
は

、8
割

が
正

規
雇

用
へ

と
移

行
し

て
い

る
例

も
。

 

 
 

 
 

 
 

 

出
所

:
 
第

2
部

各
論

を
基

に
作

成
。
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第 1部（総論）

諸外国における非正規労働者の処遇の実態に関する研究会報告書（JILPT）


	第１部諸外国の非正規労働者の処遇の実態に関する比較（総論）
	第１部 諸外国の非正規労働者の処遇の実態に関する比較（総論）
	２．非正規雇用に関する格差是正規制の運用の実情
	３．格差是正規制（均等待遇規制）とその他の格差解消施策の関係
	【資料】非正規労働者の処遇に関する比較表




